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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（宮下順一郎） ただいまから本日の会議を

開きます。

ただいまの出席議員は55人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

（ ） 、〇議長 宮下順一郎 本日諸般の報告については

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（宮下順一郎） 本日の会議は議事日程第４

号により議事を進めます。

◎日程第１ 議案質疑、討論、採決

〇議長（宮下順一郎） 日程第１ 議案第105号

平成18年度むつ市一般会計補正予算を議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。39番菊池広志議員。

（39番 菊池広志議員登壇）

〇39番（菊池広志） おはようございます。むつ市

議会第190回定例会におきましての提案というよ

うなことで、本日私のほかにたくさんの方がおら

れるのではないかということで、簡略に質疑をま

とめてきたところ、私だけのようでございます。

しかしながら、簡単に質疑をしたいというように

考えております。

本案は、去る12月７日の行政報告のとおり、同

月４日付で東京電力株式会社から市庁舎移転の事

業に協力したいとの趣意をもって12億円の寄附採

納願の提出があったというようなことでございま

す。そして、またその寄附金を改修費の財源にす

るために、積み立てをし、これを合併特例債から

組み替えをしたいということであろうかと思いま

す。

まず、東京電力株式会社から12億円という多額

の庁舎移転整備事業の趣意をもってというご寄附

をいただいていることに対しましては、私も深く

感謝を申し上げるところでございます。そこで、

この市庁舎移転整備事業への趣意となる意味でご

ざいます。この寄附については、移転整備以外の

用途では活用はできないのか。例えば移転ではな

く新築でも構わないということなのか、また立地

場所の確保で９億5,000万円を利用して、これか

ら立ち上がるであろうむつ市庁舎移転審議会にお

いて審議をされた結論や、また当議会の判断にお

いて、当分は基金として充当できないのかという

ことをお伺いしたいと思います。

次に、提案理由には、12億円から旧アークスプ

ラザの購入後に残った２億5,000万円を公共施設

整備基金に積み立てるというようにありますが、

これは庁舎建設の改修費の財源とすると聞いてお

りましたが、なぜ公共施設整備基金となるのか。

この公共施設整備基金とあるのは、その他の施設

にもこの基金を活用したいという考えがあるの

か、またそのほかにも寄附行為が予想されている

からなのかお伺いをしたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 議案審議の過程でも申し上げ

たところでありますけれども、東京電力からの

12億円の寄附は、ご審議をいただいております過

程で明らかになっておりますアークスプラザと呼

ばれていた建物及び土地を購入し、それを改築す

るための目的を、いわば特定してご寄附をいただ

いているという性格のものであります。でありま

すから、今議会でご審議をいただいておりますこ

れを整備するための審議会のテーマも、アークス
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プラザと呼ばれていた建物の改築あるいはどう有

効活用するかということをご審議いただくという

目的のために設置をしたいと考えてのご提案を申

し上げているところでございます。

公共施設整備基金の設定をするということにつ

きましては、市役所は公共施設の代表的なもので

ありますから、こういうような名称を使ったわけ

であります。市役所の建物の中に他の、例えばの

話でありますが、社会福祉協議会といったような

公共事業を主たる目的としておる事業等が入りま

すので、いわば市役所の直接的な目的以外に公的

な性格を持った団体が入居するということを想定

して、このような幾分広い意味を持った言葉にし

て基金を設定したいと、こういうことでございま

す。

また、寄附行為の予定があるということを申し

上げておりますが、これは使用済燃料の中間貯蔵

処理をする会社は、東京電力と日本原子力発電の

両社で設立した会社でございますので、メーンは

東京電力の出資でございますけれども、日本原子

力発電も出資をしておるということとの関連で、

日本原子力発電からも内々にそのような寄附行為

をいたしたいというお申し出がある状況の中でこ

のような予定があるというぐあいに申し上げてい

るところであります。

〇議長（宮下順一郎） 39番。

〇39番（菊池広志） 今答弁いただいて、大方のこ

とはわかるのでございます。ただ、私がお聞きし

たかったのは、東京電力では、この12億円という

大きな浄財というものを庁舎を移転するためのも

のだけなのかということを私はお聞きしたいので

。 、す 例えば先ほど前段でも申し上げましたとおり

市長は、そのために今こうして提案をしているの

だというようなことはわかるわけでございますけ

れども、やはり私どもにわからないのは、こうい

う行為、大変温かい行為をいただきましたという

ことはわかるのですが、この移転整備だけに使っ

てくださいということであったのかということを

私はお聞きしたいのです。でありますから、移転

整備を進めるためのものだけですよというような

ことで言われたのか、それともこれから庁舎をい

ろいろな形で、また議会の中で判断してもらい、

また審議会の中で判断していただいた結果、この

ような形になりました、それでもこの東京電力か

らの行為はそのようなことにも使えますよという

ようなことがあるのか、ないのかを私は聞きたか

ったのであって、市長が提案したこのことだけを

聞きたいというようなことではなかったのです。

ですから、この建設するためにと、移転をすると

いう、また補修をしてやるためにだけそのような

行為がなされたのか、そうではないよというので

あれば、そのことをお聞きしたかったのでありま

す。

また、こちらの方にございます、これから２億

5,000万円という公共施設整備基金というような

こともございますけれども、庁舎建設基金という

部分も確かにあるわけでございます。市長のお話

を聞きますと、確かにいろんな形でそういう部分

に適用をしたいから、そのような公共施設という

ようなことであれば、公共施設整備基金という形

にしたいというのは理解できるのでありますが、

やはり私どもはこの場において、移転事業という

ようなことでもって話を進めているものですか

ら、どうもその他にも何かがあるのではないかと

いう気がいたしまして、大変失礼ながら聞かせて

いただいたわけでございます。

最初に話をしました庁舎移転事業のみでこのよ

うな行為をいただいたのか、ぜひとももう一度お

聞きしたいなというように思います。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 私どもから東京電力株式会社

に11月10日付で文書を提出いたしております。こ
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れは 「10月31日に開催されました臨時会におい、

て、市庁舎移転整備事業について承認をいただく

ことができました。つきましては、これに関して

は庁舎を移転するためには25億円という多額の費

用を要する見込みであり、移転に必要な経費全額

を市の財源で賄うということは逼迫した財政状況

においては非常に困難な状況にある、特段のご配

慮をお願い申し上げたい 、このようなことで文」

書を東京電力あてに提出いたしております。であ

りますから、庁舎建設という別なことも考えられ

るではないかと、こうおっしゃられる趣旨はよく

わかるわけでありますが、ただし12億円というの

を考えてみますと、庁舎建設に果たしてどのくら

いかかるのか。新しく建てるとすれば、恐らく土

地、建物合わせて30億円は下らないだろうと。恐

らく40億円を超える可能性も出てくるということ

であれば、庁舎建設のための積立金は50％を必要

とする、それがなければ建設は認めないと、こう

いうことになりますので、新築をするということ

は、12億円あるいは３億円プラスになって15億円

になって、これはかなり困難な事業になってくる

ということであります。今否決も含めて重ねてご

審議をいただいた案件につきましては、あくまで

も旧アークスプラザを取得し、改築するという考

え方であるわけでございます。

また、公共施設整備基金という呼び方でありま

すけれども、これは今後公共施設を整備するため

に必要な基金は、この基金一本に絞って積み立て

をすることになるだろうということで、合併協議

会の中でこのような科目を設定するべきであると

いう議論が意見の一致を見ておりますので、その

ような名称にしているところであります。先ほど

は言葉足らずで、例えばこんなことがありますと

いうことを申し上げましたけれども、今後ともこ

のような名目で基金を運営していきたいと考えて

いるということでご理解を願いたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 39番。

〇39番（菊池広志） ありがとうございます。大方

のことに対しましては、私は理解するものであっ

て、また賛意をあらわす一人として、このことに

ついては聞きづらい点が多々あったわけでござい

ますけれども、私個人として聞かせていただいた

わけでございます。

がしかし、近年の自治体ということに関しまし

ては、やはり北海道の夕張市とか、それからこの

間危機宣言を出されました熱海市、また奄美市と

いうようなことで、大変私どもはもう十数年前か

ら財政危機というものは考えておりましたが、そ

れが私どもよりも早くそういう形が出てきたと。

私は、半分は市長の手腕に感謝を申し上げている

ところでございますが、やはり市民といたしまし

ては、私は20億円、30億円、それできかずに30億

円、40億円はかかるであろう新庁舎を建設しろと

いうようなことではなく、まず建てる部分の土地

を購入することが先決、必要ではないかなという

ようなことは考えます。

また、それに建設するというような視点ではな

く、まず建てることに対しては、ぜひとも市民の

声も、また議会の中での大いなる賛成をいただく

ことが大事かなと、また市民がそれを望んでいる

のではないかなということで、この質疑をさせて

いただきました。私としても今回の事業に関して

は、ぜひとも市長に頑張っていただきたいなと考

えております。

大変聞きにくい質疑で恐縮ではございますが、

これで私の質疑を終わらせていただきます。どう

もありがとうございました。

〇議長（宮下順一郎） これで菊池広志議員の質疑

を終わります。

以上で議案第105号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第105号は、会議規則第38条第２項の規
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定により、委員会への付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第105号は委員会への付託を省略する

ことに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。21番工孝夫議員。

（21番 工孝夫議員登壇）

〇21番（工孝夫） 議案第105号に対し、反対討

論を行います。

７日初日の本会議において、関連する議案第

83号の反対討論で申し述べましたように、新庁舎

問題は最初から市民の合意抜きで進められてきた

ものであります。しかも、国、県民、市民の声を

二分している中間貯蔵施設を進める東京電力から

の寄附金であります。企業は、見返りの期待なく

て寄附をしないというのは常識であることも明瞭

です。こうした寄附は、健全性からしても、行政

の公共性からしても多くの問題を持ち、市民を納

得させ得るものではないと言えるのではないでし

ょうか。将来とも電力企業からのしがらみを受け

続ける危険性を危惧し、指摘して討論といたしま

す。

議員皆様のご賛同をお願いいたします。

〇議長（宮下順一郎） これで工孝夫議員の討論

を終わります。

以上で討論を終わります。

これより議案第105号 平成18年度むつ市一般

会計補正予算の採決に入ります。

議案第105号の採決については、服部清三郎議

員外６人から、無記名投票によられたいとの要求

がありますので、無記名投票をもって行います。

議場を閉鎖いたします。

（議場閉鎖）

〇議長（宮下順一郎） これより出席議員数の確認

を行います。

ただいまの出席議員数は55人であります。

投票用紙を配布いたします。

（投票用紙配布）

〇議長（宮下順一郎） 投票用紙の配布漏れはあり

ませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） 配布漏れなしと認めます。

投票箱を改めます。

（投票箱点検）

〇議長（宮下順一郎） 異状なしと認めます。

念のため申し上げます。本案を可とする議員は

賛成と、否とする議員は反対と記載のうえ、点呼

に応じて順次記載台で記入して投票を願います。

繰り返します。本案を可とする議員は賛成、否と

する議員は反対と記載のうえ、点呼に応じて順次

記載台で記入して投票を願います。

なお、重ねて申し上げます。投票中賛否を表明

しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議

規則第74条第２項の規定により否とみなします。

点呼いたします。

〇事務局長（小島昭夫） それでは、ただいまより

お名前を読み上げます。３名ずつお名前を読み上

げますので、順次投票記載台にて賛成または反対

と記載し、投票箱に投票してください。

（事務局長氏名点呼・投票）

〇議長（宮下順一郎） 投票漏れはありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） 投票漏れなしと認めます。

投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。

（議場開鎖）

〇議長（宮下順一郎） 開票を行います。

会議規則第31条第２項の規定により、立会人に

10番濵田栄子議員、15番石田勝弘議員、19番久保

田昌司議員を指名いたします。
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、 、 、よって 10番濵田栄子議員 15番石田勝弘議員

19番久保田昌司議員の立ち会いを願います。

（開 票）

〇議長（宮下順一郎） 投票の結果を報告いたしま

す。

投票総数55票。これは、先ほどの出席議員数に

符合いたしております。

そのうち

賛 成 ３３票

反 対 ２２票

以上のとおり賛成が多数であります。よって、

議案第105号は原案のとおり可決されました。

ここで10時50分まで暫時休憩いたします。

午前１０時３８分 休憩

午前１０時５０分 再開

〇議長（宮下順一郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎日程第２ 一般質問

〇議長（宮下順一郎） 次は、日程第２ 一般質問

を行います。

本日は、澤藤一雄議員、野呂泰喜議員、横垣成

年議員、東健而議員の一般質問を行います。

◎澤藤一雄議員

〇議長（宮下順一郎） まず、澤藤一雄議員の登壇

を求めます。14番澤藤一雄議員。

（14番 澤藤一雄議員登壇）

〇14番（澤藤一雄） おはようございます。旧大畑

町選出、新むつクラブの澤藤でございます。むつ

市議会第190回定例会に当たり一般質問をさせて

いただきます。

日本の景気拡大が平成14年２月から４年10カ月

続いて、いざなぎ景気を超えたと言います。トヨ

タ自動車が昨年度の単年度経常利益が２兆

2,000億円と発表したように、銀行業界を含む大

企業の収益が軒並み過去最高を記録していると言

います。なるほど平成18年度の政府経済見通しに

よれば、日本経済は消費及び設備投資は引き続き

増加し、民間需要中心の穏やかな景気回復を続け

るということであります。こうした景気回復を踏

まえて、尾身幸次財務大臣は先日の記者会見で、

安倍総理の経済成長を重視する基本方針に従い、

企業が国際的に対等な条件で競争できるよう税負

担を軽減し、経済の活性化につなげるために、来

年度税制改正で企業減税を実施すると発表しまし

た。具体的には、国際競争力を強化するために、

企業の設備取得費を非課税にする、減価償却制度

の拡充や同族会社の留保資金への課税制度の撤廃

等であると言います。このほか政府税調や自民党

税制調査会も参議院選挙への影響を考慮しつつ

も、法人税率の引き下げ等を視野に議論が行われ

ていると言います。

一方、国民生活に大きな影響を及ぼし逆進性の

強い消費税については、年金医療の給付水準の見

、 、直しと絡めて議論していく つまり給付を減らし

負担をふやすという。さらには定率減税の廃止、

個人住民税の均等割引き上げとあわせて住民税も

年金から天引きをする。高齢者にはまことに厳し

い方向であります。今青森県民の、むつ市民のだ

れがいざなぎ景気のように企業の好景気が循環

し、やがては民間需要の拡大により経済全体が活

性化すると考えているでありましょう。企業の好

景気は、海外の景気拡大に伴う自動車等製造業の

輸出やあり余った資金の海外投資に加え、非正規

労働など安上がりの労働者によって成り立ってい

るものであります。働けど働けど我が暮らし楽に

ならざりというワーキングプアと呼ばれる人々が

ふえているのであります。これが国民が支持し、
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鳴り物入りで進められた弱者切り捨て、格差を拡

大させる小泉政権の改革の実態であります。現代

日本の、これが姿であります。

青森県は、特に公共事業の激減で景気が後退し

ていると言います。こうした中、三村知事が攻め

の農林水産業や企業の支援など、県経済の掘り起

こしに努力しておられることは県知事として当然

のこととはいいながら、職責に忠実であられるこ

とに満腔の敬意を表するものであります。しかる

に市長、あなたは10月31日の臨時会の質疑に、雇

用の拡大や経済の活性化は商工会やハローワーク

が行うことであって、市長の職務でないとの趣旨

の答弁をされました。本当にそのように思ってお

いででしょうか。あなたを選んだ多くの市民は、

落胆しています。

今むつ市は、どこに行っても「仕事がない」で

あります。特に事実上吸収合併された旧町村の住

民は、役場の職員が本庁舎に吸収されて減ってい

ることや、地元に発注されていた物品の購入や工

事などが失われたことで地元経済が壊滅的な打撃

を受けています。雇用も収入も激減して、高齢化

と人口減少が加速度的に進んでいることを実感し

ています。まさに地域の崩壊であります。昨年の

市長選挙で市長、あなたを圧倒的多数の得票で当

選させた市民の願いと期待は、まさに雇用の拡大

と経済の活性化であると私は思います。

このような現状認識から、まず第１点目の雇用

の拡大や産業の活性化は市長の職務の範疇にない

のかについてでありますが、合併の際の新市まち

づくり計画の基本方針で地域の個性を生かした特

色あるまちづくりがうたわれています。そして、

産業の活性化及び雇用の創出の項目では、少子化

の進む中、就業の場の不足から若者が域外に流出

している傾向にあるため、急速に高齢化社会へと

進んでおり、地域活力の減退が懸念されています

と分析したうえで、地域の持っている特色ある資

源を生かした地域ならではの産業づくりによる雇

用の創出がますます重要となっていると対策が示

されています。

昨年の市長選挙の際の資料によれば、活力ある

元気なむつ市が見えてきました。地場産業を積極

的に進める、市民所得の向上、就労の確保に取り

組んでいきますと公約しているではありません

か。

私は、おかげさまで初当選をさせていただいて

、 、から１年８カ月 毎回一般質問をさせていただき

今回で７回目であります。この中で産業の振興、

地域の振興について幾つかの提案をさせていただ

きました。しかし、すべて財政が厳しい、まず民

間事業者がやるべきだ、地域が手を挙げるのを待

。 、つという答弁しか返ってきません 市長の中では

新市まちづくり計画が既に過去のものとなってい

るのではありませんか。旧むつ市中央地区のよう

に活力が循環する地域は、ほうっておいても大丈

夫なのです。しかし、活力の失われた地域をほう

っておけば、百年河清を待つことになるのではな

いですか。この間に地域は崩壊してしまいます。

新市まちづくり計画や公約は、地域が勝手にやり

なさいということではないはずあります。市長の

任期も残りを３年切ったのであります。いつ新市

まちづくり計画に着手をするのですか。旧市町村

ごとに、まず行政が市長の優秀なスタッフを活用

され、地域に働きかけて懇談会やプロジェクトチ

ームを立ち上げ、産業や特産物の掘り起こしをす

べきと思います。市長の明快な答弁を求めるもの

であります。

次に、津軽海峡沿岸の災害対策と漁業の活性化

対策についてでありますが、10月６日から８日に

かけての高潮災害で、海岸施設等に甚大な被害が

発生しました。市管理の関根漁港及び大畑漁港の

災害復旧に地元漁業者の意見が反映されているの

か、同じように定置網、底建て網等漁業者は、長
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年にわたるエチゼンクラゲの被害に続いて高潮災

害による漁網の流出や破損の被害が発生しまし

た。まさに網元や乗組員の皆さんの生活を脅かす

死活の問題であります。これらの災害対策はどう

なっているのかお伺いいたします。

また、漁港区域ではありませんが、大畑町赤川

地区の海岸に係留していた漁船が被災しています

が、防波堤等の補強について地元町内会から要望

が出ているのか、この取り扱いはどうなっている

のかお伺いします。

次に、スルメイカの不漁対策についてでありま

すが、先日県信用漁業協同組合連合会が不漁対策

の融資を発表しました。事ほどさようにことしの

イカ漁は、燃料の高騰に加えて予測のできない地

球規模の異常気象と海流変化で極端な不漁に打ち

のめされています。漁業者のこの窮状に対してど

のような対策が講じられるのかお伺いします。

次に、県が進めている攻めの農林水産業と連携

した水産業の掘り起こしについてでありますが、

昨年12月のむつ市議会第186回定例会で一般質問

をさせていただきました海の森づくり事業、中身

は昆布養殖事業でありますが、海でも陸でも植物

は自ら栄養物をつくり出す能力を持っています。

第１次食糧生産者であります。食糧のないところ

に虫も魚も、そしてまた人間も集まりません。せ

っかく県が試験的に事業を始めたのに、むつ市が

現場に任せっきりでいいのですか。むしろ規模を

拡大して漁業資源を呼び込む、昆布そのものから

商品開発をしていくという戦略的な考えで取り組

むべきと思いますが、市長の答弁を求めるもので

あります。

次に、除雪対策についてでありますが、豪雪地

帯の本市では、生活道路の確保が重要な問題であ

りますが、例年児童・生徒の通学や高齢者の買い

物、あるいは緊急車両の運行にまで支障が出るな

ど、除雪をめぐる苦情が絶えないという現実があ

ります。大畑地区では、昨年度までは一部直営の

除雪車が臨機応変の対応で市民の苦情を緩和して

きました。今年度において全面委託になるようで

ありますが、このことによってどのような影響が

あるのか、市長の答弁を求めるものであります。

次に、二枚橋小学校の存続についてであります

が、11月５日、二枚橋小学校の学芸まつりに参加

をさせていただきました。児童数12人の極小規模

の小学校でありますから、23種目中11の演目が地

域の方々によるものでありましたが、歌あり踊り

あり、お話や弁論と体操、地域と学校が協力し合

い、一丸となって楽しく、１人の児童の出演回数

が８回と、大規模校では考えられない回数であり

ますが、何よりも子供たちが目を輝かせ、生き生

きと発表していたことが感動的でありました。

学芸まつりには、ＮＨＫのスタッフの方もお見

えになっていました。ＮＨＫが制作し、ＢＳハイ

ビジョン、ＢＳ２、そして10月19日の総合テレビ

で放送された「下北半島11人の合唱団」制作プロ

デューサーの方が取材を通じた子供たちとの交流

について話しておられました 番組では 昭和30年。 、

から40年代にかけてピークを迎えたイカ漁が、そ

の不振とともに出稼ぎなどで町を離れる人がふ

え、人口減少や高齢化で児童が減少していった経

過や教育活動を通じて一人一人の子供たちが成長

していく様子が描かれていました。

二枚橋小学校は、昭和22年創設以来、地域の伝

統を受け継ぎ、輝かしい教育実践を続けてきまし

た。近年は、全国合唱活動に取り組み、地域と共

催の学芸まつりやミニコンサートを開催するほ

か、海や川での遊びなど、異年齢の子供たちとの

かかわりの中で学び合い、社会性を身につけてい

ると言えます。地域全体が子供たちにかかわるこ

とで教育力が高まり、地域の子として見守られ、

高齢化が進む地域の方々は、学校と子供たちから

元気と活力をもらうと言います。いじめ、自殺や
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学級崩壊、学校や教育委員会の隠ぺい体質など、

教育の荒廃が顕在化している今日、番組を見た全

国の方々から感動と励ましの声が寄せられている

と言います。

こうした中、学校と地域が高め合う文化と交流

の中心的な存在として先駆的な教育活動が展開さ

れていることから、なくてはならない施設として

ことし５月、先輩の杉本清記議員、二枚橋町内会

長、ＰＴＡ会長など関係者より二枚橋小学校の存

続に関する陳情書が提出されたところでありま

す。この取り扱いを含めて、一つ、二枚橋小学校

の教育活動への評価について、二つ、地域づくり

と学校の役割について、三つ、学校存続のための

対策について答弁を求めるものであります。

以上、市長を初め理事者の皆様におかれては、

前向きかつ簡潔な答弁をされるようお願いいたし

まして、壇上よりの質問といたします。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） 澤藤議員のご質問にお答えい

たします。

私の政治姿勢ということでのお尋ねであります

が、若干片言隻語に関する解釈の違い、全体の見

通しに対する理解の不足といったようなことがご

ざいますので、その点もご指摘させていただきな

がら申し上げたいと思います。雇用の拡大や経済

の活性化は、市長の職務の範疇にないのかという

お尋ねでありますが、これは雇用、就労の仕事の

あっせん、これについては私の仕事の範疇にはご

ざいませんが、雇用の拡大や経済の活性化という

仕事は地方自治体として当然これは取り組まなけ

ればならない問題であり、そのために地方自治体

がある。その頂点にいるのが市長であり、町長で

あり、村長である、あるいは知事でもあるわけで

あります。そのことを否定したつもりは決してご

ざいません。しかし、雇用の拡大にしても経済の

活性化にしても、一義的には市場原理、最近とみ

に言われるようになりました市場原理、必ずしも

正しい使い方をされていません。今日の社会の風

潮は、どうやら市場原理、市場主義といったよう

な観を呈していると申し上げてもよろしいのでは

ないかと思いますが、そのような言葉が蔓延して

いる中で、市長、なかんずく一地方自治体が政策

として取り上げるものには限界があるということ

を申し上げたつもりでおります。

雇用の拡大と一言で言いますが、その形態を考

えてみなければ、内にある問題点がぼやけてしま

いかねないところであります。先ほど澤藤議員の

ご発言にもございましたが、今日労働力として大

きなウエートを占めている年金や医療面でのケア

がない非正規社員が増加しておるということ、こ

のことは、一時的には雇用の改善にはつながりま

す。しかし、本来的な日本社会をこれまで支えて

きた終身雇用といったようなものを否定し、実質

的な日本の産業力の低下を招き、家庭の崩壊につ

ながるような雇用という見方をするのが正しい、

こう私は理解をいたしております。このことによ

る弊害が人口の少子化傾向に影響を与えていると

も言われ、国は今、各種施策の練り直しを迫られ

ております。国が政策の練り直しを図っている中

での我々弱小地方自治体であります。事ほどさよ

うに経済を活性化し、雇用の拡大に結びつけてい

くという政策は、難しい問題を抱えていることを

共通の認識にしていかなければならないという思

いを持っております。そうした中で、新市まちづ

くり計画で地場の資源を生かした産業の振興をう

たっているわけでありますが、野平の農業経営者

のように、自らの創意と工夫で先進的な取り組み

をしている方々をサポートしていくことがまちづ

くり計画で掲げている理念を具体化する端緒にな

るであろうと考えております。

また、分庁舎の職員の数が減ったと、こうおっ
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しゃっています。職員全体の数を見てみますと、

標準的自治体の職員数と比較いたしますと、合併

して誕生した新しいむつ市の職員は、職員数が多

い。そのために、退職不補充という方式で職員全

体の数を減らすという、そのような策を講じてお

るところでございまして、本庁舎の職員も減って

おりますし、分庁舎も減っている。分庁舎だけが

減っているのではないというご認識は、かつてそ

の場で働かれた澤藤議員も十分ご承知のはずであ

ります。

また、旧むつ地区だけ公共事業がふえて、周辺

町村が減っている、合併してきた旧町村が減って

いるというご発言がございましたが、事実は逆で

ございます。合併してきた旧町村の方の仕事の比

率が少しずつ高まっているというのが今日の状態

であるということに認識を改めていただきたいと

思います。

そのように、我々は今合併した旧町村がどうし

てより住み心地のいい地域になるのか、なってい

くべきなのか、どうすればいいのかということを

。 、真剣に考えているつもりでおります 澤藤議員は

行政が地域に働きかけて懇談会やプロジェクトチ

ームを立ち上げ、産業の掘り起こしをすべきとの

。 、ご提言であります 昨年12月の定例会においても

同趣旨のご質問にお答えいたしておりまして、前

段の答弁と内容が重複することになりますが、澤

藤議員ご指摘のとおり、新むつ市には自然の恵み

を生かした第１次産業から第４次産業とも言われ

る観光産業まで多様な産業があり、その素材の中

には磨き方一つでは、きらびやかな宝石ともなり

得る原石も多数存在するものと認識いたしており

ます。現在農林水産業のみならず、どの分野にお

いても自らの経験と知識、あるいは技能技術に裏

打ちされたアイデアが出され、それを行政が支援

していくという形が必要であろうと考えるもので

あります。

雇用の拡大ということで考えますと、各種の行

政事務、これは民間活力の活用という形でシフト

しております。これは、とりもなおさず民間事業

者の柔軟な発想のもとにおける行政コストの低減

と民間活力の高揚をねらいとしたものであり、同

時にまた雇用の拡大に結びついていくのではない

かというように考えているものであります。実効

性が求められるこの時代だからこそ、官だけでは

なく、民である真の当事者レベルでの産業となり

得るものへの可能性の掘り起こしが必要ではない

かと思っております。

各地域それぞれに長年にわたって培われてきた

歴史、文化、自然が存在します。これをなりわい

としてきた真の当事者を含めた関係者の方々が、

その地域特有の個性を生かした産業形成に向けた

意識づくり、組織づくりがまず必要であろうと考

えるところでありまして、これらの組織に対して

は、行政として公平公正な立場でかかわってまい

りたいと考えております。

産業の活性化を図り、雇用を生み出すことは、

新市にとりまして、究極の課題であります。行政

としてなすべきもの、民に期待するもの、それぞ

れの立場での役割分担と連携により、この課題に

取り組んでいきたいと考えておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

次に、津軽海峡沿岸の災害対策と漁業の活性化

対策についてのお尋ねでありますが、さきの10月

６日から８日にかけて発達した低気圧により大畑

漁港並びに関根漁港が甚大な被害をこうむったと

ころであります。ご質問の初めは、その災害復旧

については地元漁業者の意見が反映されているか

、 、とのことでありますが 議員既にご承知のとおり

災害は原形復旧が基本原則となっております。た

、 、 、だし 今日の災害の発生状況は これまで50年災

100年災と言われてきたものが、既にそのレベル

を超えて発生しているという状況にあります。ま
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だ耳目に新しい竜巻の発生が最近は目立っており

ますが、これらは私どものまちが昭和40年８月に

竜巻が発生したとき、日本にも竜巻があるのだと

いう驚きを持って見られた。しかし、ここ二、三

年、日本国内でも竜巻が異常に発生しているとい

う状況、地球が少し狂い始めたのではないかとい

う言い方をなされております。でありますから、

単にこれまでの災害査定が原状復旧を基準として

きたものを、今我々はそれを超える改良復旧に切

りかえてもらうように強い働きかけをする必要が

あると思いますし、このことはそれぞれの地元の

皆様とも話し合いはしながら進めておりますが、

。 、財政の難しさを理由になかなか通らない ただし

第１次の災害査定の段階では査定官も、立会官と

いう言い方をしますけれども、財務省の立ち会い

のために随行してくる方々も、原状復旧だけでは

不十分だという考え方が第１次査定では示されて

おる、こういう状況にあります。

例えば今回被災しました箇所は、大畑、関根両

漁港とも消波ブロックが設置されておらなかった

というようなことで、今日のような少し異常な気

象のもとでは、原形復旧では本体の防波堤がもた

ないという認識が生まれ始めておる。こういう状

況であることを私どもも強く訴えていかなければ

ならない、そう考えております。

現在県でも水産庁と工法等について協議中であ

り、今週11日から15日までの日程で、むつ下北管

内に水産庁の査定官と、先ほど申し上げました財

務省の立会官が被災現場に出向いております。そ

の際の会話を申し上げたところであります。

また、大畑町赤川地区の船溜につきましては、

海岸防護対策等町内会からの要望も伺っておりま

す。当該箇所は、農林水産省所管外で国土交通省

所管となっておりますことから、県の担当部署へ

要望してまいる考えでおります。

次に、定置網、底建て網等への被害対策であり

ますが、定置網漁業者や底建て網の漁業者は、漁

網の流失や全損等、大きな被害を受けたことによ

り、大畑町漁協からは災害資金の要望がありまし

たが、償還期間が短く、据え置き措置がないこと

から、漁業者にさらに有利な他の資金を検討する

こととし、災害資金の要望が取り下げられており

ます。

また、漁業者からは、新規の借り入れのほか、

既に借り入れしている制度資金の償還猶予の要望

があり、県では定置網漁業者等が借り入れ済みの

クラゲ対策資金について、本年12月及び平成19年

６月分の約定償還の猶予を決定しております。

また、スルメイカの不漁対策についてでありま

、 、すが 青森県水産総合研究センターによりますと

ことしのスルメイカ漁は、11月25日現在で大畑漁

港の水揚げ数量は786トン、前年比44％しかない

という極端な不漁になっております。こうした状

況を踏まえ、漁協系統機関では今回のイカ不漁に

かかわる低利のイカ不漁対策資金を創設したとこ

ろ、大畑町漁協から12月５日現在で１件の申し込

みがありましたが、申し込み期限の今月29日まで

対応することにいたしております。

しかしながら、漁業には好漁、不漁がつきもの

であり、不漁に備え、漁業経営を安定させるため

には漁業共済への加入が有効な手段であることか

ら、共済加入を推進するとともに、共済掛金の一

部についても補助をし、経営の安定を図っている

ところでありますが、共済の加入方式がさまざま

難しく、かつての加入方式に対する漁民の不信が

まだ残っておるという状況にあり、なかなか加入

が進まないという、このようなことも漁協と協力

をしながら、市も共済金の一部を負担していると

いうことをＰＲしながら加入の増加を図っていき

たいと考えております。

次に、県が進めている攻めの農林水産業と連携

した水産業の掘り起こしをすべきとのご発言であ



- 117 -

りますが、県が大畑地区で進めている水産関係の

攻めの農林水産業としては、海峡サーモンのブラ

ンド化や海の森づくり事業などがあり、海峡サー

モンのブランド化については、市も海峡サーモン

、 、 、祭りに助成し 積極的に参加 協力を行うことで

観光客や市内外の消費者などへのＰＲに努めてい

るところであります。また、海の森づくり事業と

して実施されている大畑地先の昆布養殖では、魚

の集魚効果等が確認されるとともに、昆布をえさ

とするウニの実入りの向上対策にもつながること

から、県や漁協と連携し、いそ根資源の維持拡大

に取り組んでまいりたいと考えておりますので、

ご理解願いたいと思います。

次に、除雪の一部直営から全面委託への変更に

よる影響はいかに、についてのご質問にお答えし

ます。大畑地区の除雪につきましては、平成17年

度まで道路除雪延長約58キロメートル、歩道除雪

延長約９キロメートルについて、委託業者７社及

び一部直営で実施してまいりました。平成18年度

は、除雪延長は前年度とほぼ同じでありますが、

委託業者８社にて全面委託により実施することと

しております。

機動力につきましては、昨年度まで市所有除雪

機械９台、借り上げ除雪機械17台、借り上げダン

プトラック18台の計44台で行ってまいりました

が、今年度は市所有除雪機械９台を貸し付け、委

託業者保有除雪機械20台、ダンプトラック17台の

計46台で実施いたします。

先ほど澤藤議員のご発言にもいみじくもござい

ましたが、民間の業者ですと臨機応変に対応して

いるではないかと、この全面委託をすることによ

って、臨機応変に対応される範囲が広がるものと

期待をしておるところであります。

さらに、小型除雪機械を３台ふやし、これまで

時間を要していた狭隘な道路の除雪についても時

間短縮できるものと思われます。また、澤藤議員

が先ほどご懸念されたように、小型除雪機械が配

備されることによって、日中でも交通に対する支

障を極力少なくすることができるのではないかと

考えております。総合的には、一部直営から全面

委託へ変更することによって悪い影響が出るより

も、有効に利用されるのではないかという期待を

しておるところであります。

次に、二枚橋小学校の存続についてのご質問に

、 。つきましては 教育委員会からお答えがあります

〇議長（宮下順一郎） 教育長。

（牧野正藏教育長登壇）

〇教育長（牧野正藏） 澤藤議員の二枚橋小学校の

存続についてのご質問にお答えいたします。

一つ目は、二枚橋小学校の教育活動の評価につ

いてのお尋ねでありますが、特に議員ご指摘のと

おり、文武両面での活躍が顕著でありまして、ま

ず運動面におきましては、青森県ユニバーサルホ

ッケー選手権大会で優勝し、全国大会に出場して

おります。また、文化面の活躍も目をみはるもの

がありまして、昨年度の子ども音楽コンクール東

北大会のほか、ＮＨＫ全国学校音楽コンクール東

北大会に青森県代表として出場し、見事に銅賞を

獲得しているところでございます。

また、ことしにおきましても、各種の発表活動

のほかに、議員も述べられておりますように、去

る10月のＮＨＫ総合テレビで 「下北半島11人の、

合唱団」が全国に放映され、子供たちの成長の記

録、二枚橋小学校の教育の歩みは、むつ市民のみ

ならず、県民、全国から大きな賞賛を浴びている

ところであります。

二枚橋小学校の子供たちは笑顔に満ちあふれ、

自分の夢に向かって何事にも挑戦しようとするひ

たむきさ、あるいは屈託のない素直さが見る人の

心を打ったものと思っております。このようなす

ばらしい成果を挙げることができましたのは、二

枚橋小学校の全教職員が子供たちのよさを発見
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し、認め、褒め、励まし、子供たちと地域の方々

の一体となった地道な活動の成果であると高く評

価しているところでございます。

二つ目は、地域づくりと学校の役割についての

お尋ねでありますが、年間を通して地域の方々に

は環境整備のみならず、積極的にいろいろな学校

行事や総合的な学習の時間にかかわっていただい

ておるところでありまして、まさに地域と一体と

なった学校経営が推進されておりますことに、都

会の学校では見られない二枚橋小学校ならではの

教育のスタイルを見る思いをいたしているところ

であります。

開かれた学校づくりが地域の中にうまく溶け込

み、学校の活動が地域を刺激し、その活力が地域

の教育力として学校を支えていただいているわけ

、 、 、であり お互いが相乗効果となって 地域づくり

学校づくりに大いに貢献しているものと見ている

ところであります。

三つ目は、学校存続のための対策についてのお

尋ねでありますが、旧大畑町がいわゆる学区制が

なかった、無学区制であったことから、今年度の

平成18年度を例にとりますと、二枚橋小学区内に

は27名の児童数があるにもかかわらず、16名の児

童が大畑小学校に通学しているという現実があり

ますので、今後の推移を見きわめるため、現段階

では当分状況を見守る必要があると考えていると

ころであります。

地域要望に沿った学校存続のためには、まず学

区内通学を徹底していただき、学区内の児童が二

枚橋小学校へ通うという努力をしていかなければ

ならないと思っているところであります。そのた

、 、めには 学区に対する理解を十分深めていただき

学区内の児童、保護者、地域が一体となって日ご

ろからの連携や情報交換を行い、互いに協力して

いただくことが必要ではないかと考えているとこ

ろであります。このことは、昨年度開催の二枚橋

小学校学区設定説明会並びに今年度開催の二枚橋

小学校のこれからを考える会におきましてもご説

明を申し上げ、地域の方々にもご理解をいただい

ているところでありますので、澤藤議員におかれ

ましても、特段のお力添えを賜りますようお願い

申し上げます。

〇議長（宮下順一郎） 14番。

〇14番（澤藤一雄） 順序は少々変わりますが、ま

ず除雪についてですけれども、除雪に携わる方々

には、職員の皆さんを含めて昼夜を分かたぬご苦

労があることを重々承知しており、心からご苦労

さまと申し上げます。そのうえで、なお市民の皆

様方の生活を支えているのだという誇りを持って

職務に当たられるよう希望します。よろしくお願

い申し上げます。

次に、二枚橋小学校の存続についてであります

が、今地域の人たちには、本当に地域が崩壊する

のではないかという不安が広がっています。学校

が地域統合の象徴なのであります。この学校は、

築後11年と新しいわけでございまして、ぜひとも

存続のために最善のご努力されるようお願いを申

し上げます。

次に、大畑漁港の関係ですけれども、現在壊れ

たこの防波堤も、災害復旧が完成をして、引き渡

しをして４日後にまた被災したということで、今

度は完膚なきまでに壊れたというような状況のよ

うであります。ですから、市長の先ほどの答弁の

中にもありましたけれども、今までとは考えられ

ないような気象状況が出現しているというような

ことだろうと思うので、そしてそれを踏まえて県

が、当然市からもそういう働きかけがあって県が

水産庁にそのような状況をお話ししているようで

ございます。今後ともやはり旧来のその工法、考

え方では自然災害を防ぎ切れないのだというよう

なこの認識を、国の省庁のこれらを設計する公務

員の皆様にもよくよくわかっていただくように、
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現場の声が政府に伝わるように、さらなる市長の

ご努力をお願い申し上げます。

そして、おしかりをいただきましたけれども、

雇用の拡大の関係でございます。合併のときにつ

くったいわゆる新市まちづくり計画、私は今、旧

町村の状況を見ますと、市長は旧町村の方が仕事

がふえているのだと、比率が高いのだというよう

なことを言われましたけれども、そうした状況が

何に基づくものなのかということはわからないわ

けで、そういう感覚は全く感じられないというふ

うに思っております。そういう状況があるという

前提のうえに、合併の際に合併協議会でつくられ

た新市まちづくり計画があるわけでございます。

私はそのまちづくり計画をどうやって具体化して

いくのか、むしろ合併のときには鳴り物入りで合

併協議会がつくられて新市まちづくり計画がまと

め上げられたという理解をしておりますけれど

も、今このまちづくり計画をどうするのか、むし

ろ計画をつくるときよりも、もっともっと大きな

エネルギーを注ぎ込まないと、この計画が現実の

ものにならないのではないかと。本当にその計画

を生きたものにしていくというその考えがおあり

なのかということなのです。まさに計画が絵にか

いたもちになるのではないかという不安がやはり

あるわけです。そして、そのまま旧町村が衰退の

一途をたどっていくのではないかというやっぱり

不安があるわけです。地域の皆さんに希望を持っ

ていただくためにも、市長には一大決意を持って

事に当たっていただきたい。いつこの計画の実現

に着手するのか、この１点についてお伺いをいた

します。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） まちづくり計画というのは、

ラフスケッチです。これは、若い人たちがこうあ

りたいという思いを述べた、それをそれなりに審

議する方々が麗しい思いであるという評価をした

ということであろうと思っております。ただし、

まちは命ある生き物です。道路を１本つくっただ

けで、その周辺が大きく変わるという、そういう

ご経験をお持ちのはずです。しかし、道路を幾ら

つくっても全然変わらない地域も生まれてくる。

これは、そのまちに既に命尽きようとする状況が

根っこの方にある場合。ただし、単に道路をつく

るだけではそういう現象、二つに分かれる現象が

出てくるかもわかりません。それとあわせて、そ

のまちの心臓部、筋肉部、これらをどうセットで

組み合わせるか。

例えば九州の有名な温泉でありますが、あそこ

は隣近所にある有名な温泉に侵食される、客を奪

われるといいますか、そういう状況の中から１人

の女性が立ち上がって地域の方々に呼びかけて、

今の集客能力の高いまちづくりに成功した。役場

がやったのではないのです。役場は協力しただけ

なのです。始めよう、動き出そうというモーティ

ブがまずあって、それが動いていく力になってい

る、発展していく力に結びついたというふうに考

えるべきであろうと私は思っております。

先ほど２回目の質問で公共工事がふえていると

は思わない、何を根拠にそう言うのだというふう

。 。にお尋ねがありました 比率を申し上げたのです

現在は、30億円足らずの公共事業しかありません

し、物品の購入にしても、これはそれぞれ協同組

合をつくってもらったり、あるいはかつてありま

した協同組合を復活させたりして共同購入事業を

行うことで、かつて持っていた力を維持してもら

おうと、そのように働きかけをしてきました。

それから、公共工事等についても、今盛んに言

われておりますのは公開の入札、一般競争入札に

しろと、こういう意見が強い中で、私どもはあく

までも指名競争入札にこだわっておりますし、す

れすれのところで官製談合のようなことまでやっ

ています。ただし、こちらから意見を出すことは
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ありません。地域での調整ができるならやっても

いいのではないのというくらいの気持ちですか

ら。決して官製ではありません。ただし、地元の

業者優先で指名するという方式はとっています。

これをもっと力強くやろうとすると官製談合に結

びついてしまう。そこには、絶対入り込まないよ

うに努力しているということはご理解いただきた

いと思います。

ですから、総枠が減っている中で、しかし比率

としては減らしていませんよという言い方しか私

どもはできないのです。これは、交付税が削減さ

れる、公共事業が必要悪というレベルから下がっ

て、もっと悪いものだと、公共事業を出すことが

日本を毒しているというような言い方まで今され

るようになってきている時代に、しかしこの産業

の構造が脆弱な我々の地域で公共事業が占める比

率、力というのは決して小さくないと思っていま

すから、十分な注意を払いながら、それぞれの合

併後の旧町村にも仕事を続けていただけるような

配慮はしているつもりでおりますので、減ったと

いうご指摘には、私はそうではないよとは言いま

せん。比率は減っていないということを申し上げ

ていることを再三繰り返しまして、ご理解を願っ

ておきたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 14番。

〇14番（澤藤一雄） 新市まちづくり計画がラフス

ケッチだと、若い人たちのその思いを、その協議

会が形にしたというような答弁があったわけです

が、その程度なのかという思いがあります。それ

では、市長のこの選挙公約の活力ある元気なむつ

市が見えてきました、地場産業を積極的に進めま

す、市民所得の向上、就労の確保に取り組んでい

きますと、こう公約しておいでになるわけですけ

れども、これについてのお考えをお尋ねいたしま

す。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） そうしたいのですね。ですか

ら、いろいろ模索しています。その部分部分で成

功している分野もございますし、なかなか実らな

いところもあります。若干総花に過ぎるかなとい

う反省もないとは申しません。しかし、それぞれ

渾身の力を込めてその約束を実現するために取り

組んでおるところでありますが、まだ耕作技術が

下手なのでしょうか。種まいて、肥料をかけて、

水かけてもなかなか芽が出てこないというところ

もあるということは間違いなくございますので、

大いに反省しながら、改めて取り組んでまいりた

いと考えております。

〇議長（宮下順一郎） 14番。

〇14番（澤藤一雄） いろいろ答弁をいただきまし

て、総花的な、選挙公約というのはそういうもの

かなというふうに思いますけれども、私は今まで

いろいろ議論をさせていただきました。やはり個

々の産業の振興については、それに携わる方々の

努力がまず第一義的にあるべきだというような市

長のこのお考え、わかるわけですけれども、今、

旧町村にはそれぞれに庁舎が存在し、そこにはそ

れぞれその長が配置されているわけです。ですか

ら、私としては旧町村に役場があったように、そ

こに今その庁舎があるわけですから、やはりそこ

の長が中心になって、もっと地域の産業関連の方

々と懇談会なりそういう話し合いをする場という

ものを、特定の課題を掲げないで、そういう機会

を数多く設けていくという、そういうスタンスが

私は必要なのではないかなと思うのです。もし新

市まちづくり計画がラフスケッチであったという

ことであれば、では今の旧町村の地域を、地域の

産業を、そしていろんな行政課題をもっと庁舎と

その地域の住民が率直に意見を出し合う、そして

それが結果として産業の振興も含めて地域の掘り

起こしにつながっていくというような、そういう

私はシステムをつくるべきだと思いますが、その
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点についてお伺いします。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） １回目の答弁で書いてあると

おりに読みますと、やった方がいいというふうに

読んだはずです。ただし、タウンミーティングと

いうのが、今悪口言われていますね。慎重に検討

して、いかにして多様な、あるいはその土地の産

業なり文化なり、あるいは教育ももちろんでしょ

う。そういうテーマを絞ったものにするのか、総

花的にいろんな話をまず出してもらって、その中

から絞っていくことにするのかというようないろ

んなシステムがあると思いますし、それぞれの町

、 、の時代 村の時代には何かがあったはずですから

それを掘り起こし、それに新しい衣を着せて取り

組む。それぞれ３庁舎の長がおりますから、そう

いう検討をするようにここから今指示をしまし

た。そういうことでご理解願います。

〇議長（宮下順一郎） 14番。

〇14番（澤藤一雄） ぜひ今の市長のご答弁のよう

に進めていただくようにお願いをいたしまして、

終わります。

〇議長（宮下順一郎） これで、澤藤一雄議員の質

問を終わります。

午後１時まで昼食のため休憩いたします。

午前１１時５１分 休憩

午後 １時００分 再開

〇議長（宮下順一郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎野呂泰喜議員

〇議長（宮下順一郎） 次は、野呂泰喜議員の登壇

を求めます。40番野呂泰喜議員。

（40番 野呂泰喜議員登壇）

〇40番（野呂泰喜） むつ市政公明クラブ会派の野

呂でございます。12月定例会は私も含めまして

13名の議員の一般質問ということで、私がちょう

ど折り返し地点となりました。議員各位におかれ

ましては、しばしおつき合いのほどよろしくお願

い申し上げまして、一般質問に入らせていただき

ます。

むつ市議会第190回定例会に当たり、さきに通

告してあります順に質問をさせていただきますの

で、市長におかれましては明快なご答弁をお願い

申し上げます。

ことしも８月第１金、土、日曜日の３日間、幸

いお天気にも恵まれ、また関係者各位のご尽力に

よりまして、下北半島の短い夏の火祭りでありま

す大湊ネブタが盛大に開催され、合同運行がなさ

れました。大湊ネブタは、120年という歴史を刻

み、地域参加型の夏祭りとして、この地に住む人

々が愛情を持ち、誇りに感じ、参加して楽しむま

つりであります。観光客にも楽しみ、喜んでもら

える魅力のあるものであり、大湊ネブタは観光資

源としての魅力のあるむつ市の華となり得るもの

と判断いたしまして、市長に質問をいたします。

このたび東京都武蔵村山市より地域振興事業と

して、行政と武蔵村山市民とが協働で市民参加型

の祭りを立ち上げ、大湊ネブタを市民参加型祭り

の華としたいとの要請がありまして、大湊ネブタ

合同運行委員会内部で種々検討いたしまして、武

蔵村山市からの要望におこたえすることとし、５

月にネブタ制作を城ケ沢倭武多実行委員会に要請

いたしました。また、城ケ沢倭武多実行委員会有

志とともに10月28日開催されました東京都武蔵村

山市民まつりにおいて大湊ネブタが出陣いたしま

した。大型ネブタが勇壮に練り歩き、大勢の観客

の注目を集め、大喝采を浴びてまいりました。ま

た、会場内では、むつ市及び下北半島物産の販売

ブースを２区画むつ市のために用意していただき

まして、２日間地場産品の販売とむつ市及び下北
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半島観光ＰＲも同時にさせていただきました。武

蔵村山市民の下北ブランドの商品に対する関心は

殊のほか高く、むつ市から参加をしていただきま

したむつ商工会議所・会頭、其田副会頭、むつ市

観光協会橋本会長、下北物産協会八戸副会長、菊

池理事、そしてミスおしまこ５名、むつ市経済部

商工観光課、むつ商工会議所の方々が下北ブラン

ド商品の売れ行きのよさに、また下北ブランドの

品質の高さに自信を深められたことと思います。

最小限の経費で最大の効果であったかと私は思

います。他者との交流を積極的に行い、外に向か

って開いていくことにより、新しい観光連携がと

、 。れ より効果的な事業選択がなされると思います

これからの東京都武蔵村山市への対応方について

市長の考え方をお聞きいたします。

ＪＲ東日本大湊線問題の対策について。ＪＲ大

湊線は、古くから私ども下北半島地域住民の生活

路線として、また産業、文化、経済活動の大動脈

として大きな役割を果たしてまいりました。過去

においては、十勝沖地震で壊滅的な被害や、国鉄

再建法施行に伴い、接続するローカル線の廃止な

ど、幾度かの危機に直面しましたが、これを乗り

切り、今日なお主要な交通手段として重要な役割

を担っております。

大湊線の強風対策について、陸奥湾岸を走る大

湊線は、美しい自然景観と調和し、旅情豊かなロ

ーカル線として地域住民のみならず、多くの観光

客に親しまれている路線であります。しかしなが

ら、浜辺特有の強風により、たびたび運休や遅延

等のダイヤの乱れにより、特に西からの季節風が

強まる冬期間、11月から３月においてであります

けれども、運転規制が頻繁に行われ、ＪＲ東日本

ではその都度バス代行等で対応しておりますもの

の、通学生が授業に間に合わなかったり、本線へ

の乗り継ぎがスムーズに行われなかったりするな

ど、利用者は不便を余儀なくされております。

平成13年度からこれまで風速計の増設による規

、 、制区間の分割 一部区画において速度規制の解除

吹雪防止ネット等の設置など、安全運行対策に取

り組んでいただいておりますが、早目規制区間の

見直しを含め、恒久的な強風対策としての防風さ

く等の設置による定時安定走行の確立を図ってい

ただき、地域交通の拠点の確立とともに、鉄道利

用者の利便性向上に向けていただきますように

と、ことし７月28日、ＪＲ東日本盛岡支社に青森

県むつ市としてこのような内容の要望書を持って

陳情してまいりました。

そこで、市長にお伺いいたしますが、大湊線の

大きな課題であります強風対策の充実化に向け

て、平成15年４月16日、ＪＲ大湊線連絡協議会内

にＪＲ大湊線防風試験柵研究会が設置され、防風

試験さくの設置場所及び設置方法の検討を進めて

きたと思われますが、どのようになったのかをお

知らせください。

ＪＲ東日本大湊線の経営及び利便性について。

大湊線のＪＲ東日本による経営存続については論

をまたないところでありますが、東北新幹線八戸

―新青森間が当初計画より２年前倒しの平成22年

度内の完成を目指すことが決定され、新青森まで

の開通は並行在来線の経営分離が条件となってお

ります。東北本線の支線である大湊線を抱える当

地域にとりましても大きな問題であろうかと思い

ます。過去においては、むつ市長、下北総合開発

期成同盟会会長、むつ商工会議所会頭、ＪＲ大湊

線関連商工団体連絡協議会会長が青森県知事、青

森県議会議長及び青森商工会議所連合会長と合同

でＪＲ東日本盛岡支社長に風対策とＪＲ東日本に

よる経営存続を要望していますが、その後ＪＲ東

日本との話し合いの状況がどのようになっている

のかをお知らせをお願いいたします。

平成18年下北総合開発期成同盟会による青森県

に対する重点要望書を見ますれば、現在のところ
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在来線経営分離対象区間に大湊線は含まれていな

いという見解が示されておりますが、大湊線が本

当にＪＲ東日本の経営で存続でき得るものなのか

をお伺いいたします。

最後になりましたけれども、大湊及び西通り地

区冬期間の歩道の確保について質問を行います。

冬期間の大湊及び西通り地区では、国道沿いの歩

道状況は非常に厳しいと言わざるを得ないものが

。 、 、あります 降雪量が増すに従い 雪が歩道を覆い

通勤、通学、そして市民生活でも歩行者が歩道を

使えず車道を歩かざるを得ない状況であります。

そこで、その現状を憂い、少しでも改善したいと

の思いから、むつ市議会第150回及び第159回定例

会において、安全で快適な歩行者空間を確保する

ため、県並びに市当局の指導をいただきながら、

、 、協調を旨とし 行政と民間との協力体制を確立し

冬期間の除排雪によるパートナーシップを結ばさ

せていただき、地域住民の冬期間の生活安全、そ

して利便のため、大湊新町から桜木町までの５キ

ロほどの距離でございますが、毎年除排雪作業を

してまいりました。ここでボランティアとしてご

協力いただきました大湊浜町、上町、川守町、宇

田町、桜木町町内会、そして大湊小・中・高校の

ＰＴＡの皆様には深く感謝を申し上げます。ご協

力まことにありがとうございます。

そこで、今回の質問でありますが、大湊地域で

の歩道除排雪ボランティアは、いつでも対応でき

得る組織体制が整いましたので、前々から要望が

ございました西通り地区に当たります宇曽利川か

ら城ケ沢地区までの除排雪を地域ボランティア組

織を立ち上げ、西通り地域の皆様の歩行者空間を

確保してまいりたいと思いますので、市長にお願

いでありますが、西通り地区にも歩道専用の除雪

機を１台、西通り地区ボランティア有志のために

貸与方をお願い申し上げまして、壇上からの質問

を終わります。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） 野呂議員のご質問にお答えい

たします。

まず、東京都武蔵村山市との今後の取り組みに

。 、 、ついてであります これは ご縁がございまして

ことし10月28日と29日の両日、東京都武蔵村山市

で行われました第１回村山デエダラまつりに下北

名産品の販売と観光ＰＲのため参加したものであ

ります。デエダラというのは、デエダラボッチと

いう、ボッチというのは法師という意味でありま

すが、デエダラというのは説明が書いていません

で、漢字で書くと大きい、多い、それから般若波

羅蜜多の羅、オオタラというふうに読めるのであ

りますが、こういうネブタを城ケ沢地区の方につ

くってもらい、分割して武蔵村山市に持っていっ

て運行したという、そういうご縁でございます。

ことしの大湊ネブタ運行開会式の際に、むつ市を

訪れておりました武蔵村山市民まつり実行委員会

の皆様とお会いする機会があり、そのとき初めて

村山デエダラまつりを知ることとなりました。会

場で伺ったところ、10月に行う予定の市民まつり

で大湊ネブタを主役にしたいことから、大湊ネブ

タ合同運行委員会に参加を要請し、城ケ沢倭武多

実行委員会にネブタ制作を依頼しているという話

でありました。

武蔵村山市は、人口６万8,000人という我々の

まちとそんなに変わらないところでございます

が、周辺の人口が超密であるということで、先ほ

ど野呂議員もご発言のように、下北の物産を持っ

ていったところ、かなり売れ行きがよかったと。

そういうことから考えまして、武蔵村山市のまち

の活力をふやすための一つのイベントの目玉とし

てこのネブタを活用したいということを考えられ

たようであります。

そして、そのネブタは、この市民まつりの中で
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多くの方にごらんいただくということで、これま

での武蔵村山市商工会の主催が16回行われていた

のですが、今回は第１回と書いてあります。この

ネブタが行くことによって組織を変え、そして新

たに心機一転して第１回目のこういうお祭りにし

たと。名前も武蔵村山市産業まつりということに

し、官民一体となったものにリニューアルしたい

という考え方のようであります。

そこで、市民による実行委員会を立ち上げ、市

民からのアイデアを公募し、市職員も協働連絡委

員として参加する市民まつりとして行われたもの

と伺っております。

実施のための準備が進む段階でむつ市の運動公

園ほどの会場に29の飲食店と44の展示即売店が出

店するということで、ネブタだけではなく、会場

で下北地域の物販や観光ＰＲをしてはいかがでし

ょうかというお誘いがあり、むつ商工会議所、む

つ市観光協会、下北物産協会、むつ市として参加

させていただき、両日で７万人のお客様でにぎわ

い、２日間で持ち込んだ地場産品の約８割ほどの

販売ができたと聞いておるところであります。

今後の取り組みについては、今回が第１回目と

いうこともあり、来年度も同じ企画で行われるか

どうかは、実行委員会での検討を待たなければな

りませんが、行政がお手伝いできるものについて

は検討してまいりたいと考えておりますので、ご

理解を賜りたいと存じます。

次に、ＪＲ東日本大湊線問題の対策についての

ご質問にお答えいたします。まず、大湊線の強風

対策についてでありますが、ＪＲ東日本では、昭

和61年に多くのとうとい命を奪った山陰本線の余

部鉄橋からの列車転落事故を受け、風速が毎秒

20メートル以上で時速25キロメートル以下の速度

規制、風速25メートル以上で運転中止とする早目

規制区間を設けております。ＪＲ東日本では、旅

客輸送の安全確保を第一義とし、大湊駅と下北駅

の間の田名部川橋りょうほか６カ所の風速計によ

る観測を実施し、強風による列車の遅延や運休に

対処しております。

このような状況の中で市では、ＪＲ東日本盛岡

支社、青森県及び大湊線沿線市町村等で構成する

防風試験さく研究会を平成15年に設置し、恒久的

な防風対策として有効な防風さくの効果を検証す

るための試験さくについて検討を進め、平成16年

には、その検討結果をまとめております。

試験さくの設置方法については、風力の減衰効

果を確認するためには、線路の両側に風速計が設

置でき、経費的にも有利な既存の風速計が利用で

きる吹越駅南方の海側の場所を適地としており、

試験さくの規模については、車両の大きさを勘案

し、試験さくの長さ40メートル、高さ５メートル

程度は必要であるとしております。この設置費用

は、長期間の使用にたえられるベルト式ネットフ

ェンスで約450万円、簡易な防風ネットで約200万

円となり、風速計の費用を加えますと約320万円

から約850万円と試算されております。その設置

効果は、ある程度期待されておりますが、試験さ

くの設置や設置後のデータ収集等にかかる費用に

ついては、ＪＲ東日本では地元自治体の負担で対

応すべきとの立場をとっております。その背景に

、 、は 大湊線が膨大な赤字を抱えているということ

また県を初めとする関係自治体の厳しい財政事情

が試験さくに続く約12億円とも言われる本さくの

費用負担とも関連して、なかなか次の段階に踏み

込めないでいる状況にあります。

次に、大湊線の経営及び利便性についての質問

でありますが、東北新幹線八戸―新青森間開業後

の東北本線は、並行在来線としてＪＲから経営分

離されますが、東北本線の枝線である大湊線の経

営については、下北総合開発期成同盟会からも県

を通して働きかけておりますし、議員の皆様と盛

岡支社へ幾度となく要望しており、これまでのＪ
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Ｒとのやりとりから、経営分離はないように受け

とめております。ただ、経営存続には運行に見合

った利用者の確保が大きく影響すると思われます

が、大湊駅と下北駅の利用者数がここ数年減少傾

向にあり、特に昨年度はどちらも駅も１日当たり

の利用者数が約190名と低迷していることに危機

感を抱いております。市としては、駅前広場の機

能を充実することによって利用者が使いやすい駅

となるよう、下北駅については平成21年度をめど

に整備を進めてまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、ＪＲ大湊線は、地域

住民の通勤、通学、通院という日常生活を担う交

通手段であり、また豊富な観光資源を有するむつ

下北地域への誘客のための重要な路線であること

から、強風対策、利便性の向上及び経営の存続な

どにかかわる対策について、青森県鉄道整備促進

期成会など関係各機関と連携しながら、４年後の

東北新幹線八戸―新青森間開業を見据えた活動を

ＪＲ東日本に対して引き続き展開してまいりたい

と考えておりますので、議員各位のご理解、ご協

力を賜りたいと存じます。

次に、大湊及び西通り地区の冬期間の歩道確保

についてのご質問にお答えいたします。大湊地区

から西通り地区に至る国道338号は、交通量が多

い割に狭隘箇所が多く、歩道も狭いことから、歩

行者にとって厳しい道路事情と考えております。

特に冬期間の歩行空間の確保は困難を極めており

ますが、幸いにも野呂議員初め多くの町内会や学

校関係者のご努力により、青森県が進めている歩

道のスクラム除雪が定着してきており、大湊新町

から桜木町までの約５キロメートルの歩道が確保

されるようになりましたことは喜ばしい限りであ

ります。改めて関係者の皆様のご努力に対し、深

く感謝申し上げる次第であります。

ご質問の宇曽利川から城ケ沢までの歩道除雪に

歩道用除雪機を貸与できないかとのお尋ねであり

ますが、県に問い合わせましたところ、今年度の

貸与除雪機は残っていないとのことでありますの

で、今年度は市が町内会へ貸し出しするためにス

トックしております小型除雪機を利用していただ

きたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと

存じます。

〇議長（宮下順一郎） 40番。

〇40番（野呂泰喜） ただいまご答弁いただきまし

てありがとうございます。

まず１点目の武蔵村山市の件でございます。い

ずれにしても市長も数字を把握なさっておると思

いますけれども、非常に下北物産の販売のメリッ

トがあったということでございまして、何とかこ

、 、れを継続して いわゆる武蔵村山市だけではなく

でき得るならば近辺の市町村にもこういう形でむ

つ市として食い込んでいきたいなと、いわゆるネ

ブタをメーンにして物産の販売をしていったら、

より効果的ではないのかなという思いで質問をさ

せていただきました。

確かに今回の場合は、武蔵村山市の方から全部

お金をいただきまして、ネブタ等行きましたけれ

ども、これからはやはりむつ市のお力もかりて、

何とか大湊ネブタを東京の方々にもごらんいただ

、 、いて むつ市を大いに観光ＰＲしていきたいなと

そういう思いでございます。

先日テレビを見ておりましたら、青森ねぶたが

来年ロサンゼルスですか、リトルトーキョーの方

においでになるということで、青森ねぶたは、こ

れは非常に大きい、大型ねぶたです。むつ市のネ

ブタは、東京の近郊の市にすれば、ちょうど手ご

ろでよろしいということで今回大湊ネブタに白羽

の矢が立ったのではないかなということでござい

ますので、市長、何とか来年に向けまして、我々

もまた武蔵村山市の市民団体とも交渉いたします

けれども、市長の方もひとつお力の方を賜ればと

思います。
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。 、ＪＲ東日本でございます 私も盛岡支社に３回

そして東京本社に１回陳情に伺い、都合４回行か

せていただきましたけれども、なかなかＪＲ東日

本は同じテーブルに着いていただけない。我々が

要望しても、相手方はどうもＪＲだと、民間です

よと、利便性よりは、少しむつ市の方々、乗客を

大いに乗せてくれというお話をされます。市長、

乗客にすれば、お金を払ってきちっと目的地まで

時間内に着いていただくのが僕は民間のサービス

ではないのかなと。いわゆる卵が先か、鶏が先か

という論理になってしまうのですけれども、乗れ

、 、 。乗れ 乗せろ乗せろと ところが汽車が走らない

乗ったらいいけれども、野辺地についたら、もう

電車はいないと。こういう状態で、では防風さく

、 。 、が効果的だと ではお願いしますと そうすると

いや、ＪＲなのだけれども、うちは国鉄のような

、 。考え方で いわゆる二枚看板で我々に接してくる

陳情しに行った我々は、何を陳情しているのかな

という、いわゆる自問自答に陥ってしまう。これ

は、なかなか解決の糸口がつかめないのではない

かなと。やはり市長の考え方をきちっと出しても

らわないと、我々もＪＲ東日本に行ってもご無理

ごもっともという考え方で、いわゆる私はＪＲ東

日本が大家でむつ市が店子かなという思いでしょ

っちゅう帰ってくるのですけれども、やはり対等

な立場で話し合いをするべき。市民の利便性を考

えるのであれば、我々もきちっとした意見を述べ

させていただきたいなというのが思いでありま

す。

最後に、大湊の除排雪につきましては、ことし

は市の除雪機があるということで、それをお借り

できれば、またお借りしてやる考え方も持ってい

ますけれども、来年枠ができましたら、ひとつ私

ども西通り地区のボランティアのために１台お願

いを申し上げたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 武蔵村山市でありますが、例

えば神奈川県平塚市には仙台市の七夕をまねした

七夕まつりというのがある、吉祥寺にはよさこい

踊りがある。東京というところは、関東圏と言っ

てもいいでしょうけれども、あっちこっちの人間

が集まってつくっている部分がかなり大きい。よ

さこいソーランなんていうのは、これは北海道大

学の学生が始めたことだそうですが、よさこいと

ソーランをくっつけてしまった。こういう新しい

ようで古い、古いようで新しいものが今人々を引

きつける力になっている。武蔵村山市の場合も、

あの土地に合った伝説の人物と言ってよろしいと

思いますが、それをネブタを使うことによって具

体的な形のあるものにし、それによってさまざま

な市が持っている活力をくっつけて、大きな市民

の心のわくわく感をつくり出すということにした

いというねらいがあったのだと思います。先ほど

ごらんいただいたリーフレット、市長とまつり実

行委員長が同じスペースで載っているのです。東

京の人たちの心は、随分たくさんのものがあるの

にもかかわらず、心の中によりどころとなるもの

をつくりたいという、そういう思いが強くなって

いるのではないかと。さっき間違って東村山と言

いましたけれども、東村山はシンボル人物が１人

おりますので、それがいわばあのまちの活力にな

っているのではないかなと私は思っておるので

す。

そういうことに対して、むつ市の120年と言わ

れるネブタの人形が活用していただけるというの

は、これは準姉妹都市的な考え方を持ち込んでも

いいのではないかという思いは強く持ちます。た

だし、武蔵村山市では、ことし持ち込んだあのネ

ブタを補修しながら維持していこうという考え方

もあるようです。紙張りまではできるから、色を

つけるのに手伝ってほしいというような考えもあ

るそうですが、いずれにしても、まだ実行委員会
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としての結論は出していないようでありますか

ら、どのような方向性を打ち出すのか。来年10月

の祭りでありますから、それまでの間にさまざま

なご相談もまたあろうかと思います。実は最初の

ご相談は、むつ市役所を通り越して城ケ沢倭武多

実行委員会の方に真っすぐ行っているのです。そ

んな経過もありますから、大湊ネブタ実行委員長

として助言をしていただきながら、私どもも先ほ

ど申し上げたような心を持っておつき合いをさせ

ていただきたい、そう考えるところであります。

次に、ＪＲの問題でありますが、ＪＲ大湊線と

いうのは、実に大きな赤字を出しております。こ

れは、今の車両が、前のオレンジと黄色で塗られ

た車両よりも新しい車両構造令によって軽くでき

。 、 、ているのです ただし 随分高い車両なのですが

そのころまでは大湊線の運営に関する熱意も大変

なものがありました。お客さんが多いときは増結

をします、２両にしたり３両にした時期もあるの

です。最近は、車両が足りませんと言うようにな

りました。ですから、観光客が多い時期でも、単

両で走ることもあります。全然乗っていないで２

両で走っているときもあるのです。この辺に私は

ＪＲ大湊線に対するＪＲ東日本サイドの経営にも

う少し熱意を発揮してもらえないかなと、そんな

ことを思うことがあります。まず乗ってくれ、乗

させてくれと、こういうお話の前に、そういうプ

ロの集団が列車の走らせ方をもう少し研究して、

それを時刻表などでも広告をしていただくという

ようなこともやっていただきたいと熱望するとこ

ろなのであります。

時刻表を見ていますと、季節列車というのが随

分あるのですが、時期列車というのがあってもい

いのではないかと思うのです。この辺は、お山の

祭りがあるからふやしますというような、多分そ

れはあるのでしょうけれども、宣伝が余り徹底し

ておられないので、私も四、五年に１度しか大湊

線には乗らないのですが、よそから来たお客様が

随分立っていらっしゃるときに乗ったことがあり

ます。大湊から乗ると座れるのです。下北から乗

ると座れないです。そんなこともありますので、

そのあたりについての検討もしていただきたいと

思っております。

また、もう一つは風。むつ地区の方は、きょう

は風がこのような状態だから列車が心配だなとい

うふうに考えますけれども、同じ下北半島に住ん

でおられる方でも遠くにおいでになる方は、どう

もいつとまるかわからないから車で行こうという

ことで車で遠出をするというようなことになって

いまして、列車の運休に関する情報がもう少し広

がってもいいのかなと。広める方法は、我々にも

あるわけです。情報をもらって、要所要所に情報

を流せばいいわけですから。これからの時代は、

高齢化という現象を無視してこういう公共的な乗

り物を考えられないと思うのであります。私もこ

の前免許証の書きかえしましたけれども、とても

青森まで車を運転していけるような状態ではない

ですから。車もなくなりましたけれども。そうい

う人たちがふえてくるということを前提に、あの

列車を我々は守らなければならないという立場に

いると思うのです。ですから、こういうことにつ

いて、お願い、要望という形ではやってきていま

すけれども、それよりももっと話し合いをする場

面をふやす必要があるかと思うのです。

先ほどのお話の中に、ＪＲであり、国鉄的であ

るというご発言がありましたけれども、やはり我

々はＪＲであってほしいと思います。ＪＲ西日本

のようなことは起こしてもらいたくないという願

いも込めて。しかし、もっと地元に密着したＪＲ

であってほしい。お客様の心理にまで入って、あ

るいは利用するための背景まで考えてくださるよ

うなダイヤグラムをつくっていただくということ

もお願いしたいと思っているのであります。
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私どもは、誠意をさせていただくために下北駅

の改造計画を今特別委員会をつくっていただいて

ご審議を願っておる。あとは駅舎をどうするかと

いう問題もあります。大湊駅の周辺は整備しまし

。 、 、た しかし 基本的には大湊線は赤字なのだから

かかる費用は全部地元で負担してくれと、これが

ＪＲ東日本の基本的なスタンスです。それもやむ

を得ない。我々は地元の方々の足を守るという立

場に立たなければならない。できるだけの対応は

今しているつもりなのです。ただし、それに対し

て親切な心でこたえてくれないと話がかみ合わな

い可能性がある。

このようなことを考えながら、今は専ら事務方

で対応していますが、４代ほど前の支社長、随分

飲みました。実は、盛岡支社から来られて私を招

待してくれたこともあります。そんなこともあり

ますので、そういう人間関係を構築する中でいろ

んなことを、こちらの立場を申し上げるというこ

とも、またＪＲ東日本サイドの考え方を伺うとい

うこともしなければならないのではないかと。国

鉄時代のように職員がいっぱいいたころは、それ

ぞれの国鉄職員が我々のレールであるという考え

方でいろんなことをしゃべっていたわけです。そ

れが経営面にも反映されていたと私は思います

が、今それにかわるものを用意していかなければ

ならない、そのように思います。

それから、三つ目の質問であります西通り地区

の歩道除雪について、先ほどの答弁では多少軽過

ぎる答弁かもしれません。西通り地区のボランテ

ィアの皆様、協力してくださる方々の心にこたえ

られるように懸命にご利用いただくような手法を

講じていかなければならないと、そう思っており

ます。

〇議長（宮下順一郎） 40番。

〇40番（野呂泰喜） ＪＲの問題でありますけれど

も、市長おっしゃるとおり、ＪＲ東日本は我々が

陳情に行きますと、防風対策、防風さく等々いろ

んなものを提案しても、全部それは沿線自治体が

お金を払ってやるものだと。ＪＲ大湊線連絡協議

会、これはたしか県、ＪＲ東日本、そして野辺地

町、横浜町、むつ市と、この協議会であるはずで

すけれども、その部分で我々ＪＲ東日本に行って

お願いすると、それは沿線自治体がお金を払って

やるべきだと また赤字 確かにわかります 100円。 、 。

稼ぐのに150円かかると言われます。非常にとに

かく整備はおたくの方でやってほしいと。ですか

ら、市長、向こうは結論をこちらに出せと、市民

の税金でもいいから、つぎ込んでやれと言ってお

。 、 。る あとは 市長の考え方一つではないのかなと

利便性を考えるのであれば従わざるを得ないのか

なと、不本意でありますけれども。

それともう一つは、ＪＲ大湊線の存続でありま

すけれども、平成18年の県に対する重点要望書を

見ますれば、先ほど申し上げましたとおり、大湊

線が本当にＪＲ東日本で経営存続していただける

のか。ただ在来線経営分離対象区間に大湊線は含

まれてはおりませんよと言ってはおりますけれど

も、ではむつ市と沿線自治体、それとＪＲ東日本

とで、ここに書いてありますけれども、書面等で

の確約もないと、いわゆる口約束でやっていらっ

しゃると。こうなると、もしＪＲ東日本が経営で

きないとなったら、これはどうするのですか。先

ほど市長からも話がありましたけれども、大湊駅

周辺、駅前整備をしていただき、今下北駅前整備

促進特別委員会で整備をすると。やはりこれは何

とかＪＲで存続してもらう要望をしてもらわねば

ならないと思いますけれども。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） ちょっと古い話になったもの

で、今念を押していたのです。ＪＲ東日本はむつ

市と協定は結んでおります。基本的には、駅及び

駅周辺を整備するためにパートナーシップを結ぶ
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と、こういうことなのです。つまり先ほどから申

し上げておりますように、駅などを整備するとき

は、地元が最大限協力しますという内容になって

いる。協力してもらったから、あとは知らない、

さようならということはないと文書で交わしてい

ます。でありますから、そういうこともあります

し、さらには大湊線の重要性はよくわかっている

という言い方をして、廃止予定路線を存続させた

という歴史的な経過もあるのです。そういうさま

ざまな要素を考えながら、今我々は先ほど申し上

げたように、大湊駅周辺の整備もしましたし、今

下北駅周辺を整備しようとしているわけです。一

部整備しました。整備し終わったらさようならと

いうことはないでしょう。念を押せということで

あれば、改めてまた念を押して、いわゆるパート

ナーシップをさらに強固にしましょうという文書

を改めて書き直す必要もあるかもしれません。で

も既に書いてあるということを何で念のためにや

るのということになる可能性もありますが、それ

はＪＲ東日本サイドがこのことについて深い認識

を持っているということの証明書にもなるだろう

と、そう考えます。

いずれにいたしましても、赤字体質には変わり

はない。だから、できればきちんとした運行を確

。 、保したい ＪＲ東日本サイドで考えていることは

そのようなことではないだろうかと思いますの

で、防風さく等については、到底むつ市が、市長

が腹決めたからといって、吹越のあたりに網張る

のにむつ市が金出すからやってくれというような

わけにはいかないのであります。これは、レール

の周辺市町村といったら野辺地町と横浜町とむつ

市だけです。しかし、現実に使っているかどうか

の数はともかくとして、東通村にしても、風間浦

村にしても、大間町、佐井村といったようなとこ

ろの方々も、佐井村の方は、船の方が速いと言っ

、 、 。ていますが 船の方は速いけれども 高いのです

そういういろんな要素を総合してできるだけ多く

利用してくださいということをもっともっと地域

の方々にわかっていただく必要があると思いま

す。そういう努力を一方でしておきながら、ＪＲ

東日本に対してこういうようなことにしてほしい

と。

例えばダイヤの編成のときに、20年前までは、

ダイヤ編成も一部相談を受けたこともあるので

す。今はほとんどないわけです。我々が要望して

いるのは、仮に八戸―新青森間の新幹線が通った

としても、我々はどちらを使うかと。東京に行く

のには、やはり八戸の方がまだまだ便利である。

そのために大湊―八戸間の直通を通してくれとい

う要請をし続けてきているわけですから、そのよ

うなこともまた重ねて続けて要望していく必要は

あると思います。議会を挙げて大湊線の存続、地

域住民の便宜性、これを求めているという姿勢を

如実に示していく必要があるだろうと、そう思う

ところでありますので、ご協力をお願いしたいと

思います。

〇議長（宮下順一郎） 40番。

〇40番（野呂泰喜） ご協力ということで、市長、

私は別に協力しないとは申し上げていない、協力

は十分したいと思っています。ただ、ＪＲ東日本

の姿勢がそういう姿勢ですよと。４代前の支社長

は、非常にいろいろ条件をのんでいただいたみた

いですけれども、今の支社長は条件をのんでいた

だけないのではないかなと。直接面と向かって言

われましたから。いわゆる大湊線の一番最盛期の

半分だと、乗降客が半分ですよと。そして、昨年

から比べると、また10％乗客率が下がりましたよ

と。明確に申されたのは、防風さくでもいいです

から、沿線自治体でお金を出し合ってやってくだ

さいと。だから、市長、ここはあなたがリーダー

シップをとるべきではないのかな。いわゆる下北

、 。 、全部 力のある市長ですから 市長が声をかけて
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皆さんに賛同を得るしかないのではないですか。

ＪＲ東日本は、大湊線は重要な路線だと、これは

。 、非常にありがたいことだなと それはそれとして

やっぱり市長、あなたに力を出していただかなけ

れば、我々が行って相手方に要望して、相手の要

望を聞いて帰ってこなければならないと。それこ

そ盛岡からむつまで３時間、悶々として汽車に乗

ってこなければならないのです。相手から要望さ

れて、それこそご無理ごもっともというのは私の

。 、 。スタンスではない 市長 私はそう思っています

パートナーシップも、それはいいでしょう。や

はりきちっと市民の方々に安心安全、ＪＲ大湊線

を存続させると。そして、そのためには風対策も

やっていただくというのは、市長あなたの力しか

ないのではないのかなと思います。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（ ） 。〇市長 杉山 肅 先ほど金額も申し上げました

つまりむつ市を中心としてどのような方法をとれ

ば風をある程度弱める方式がとれるか。これは、

羽越、あそこで多分竜巻だろうと思われる風が列

車を脱線させて死傷者を出している。この線は、

ＪＲ東日本が直すのです。それは、利用者が多い

からです。ケース・バイ・ケースで対応している

というのはＪＲ東日本の対応の仕方だというこ

と、それはそのとおり読んでいます。ただし、金

額が一地方自治体あるいは沿線地方自治体だけで

負担できる額なのかどうか。これは、下北総合開

発期成同盟会でかなりしつこく県に対しても要請

しているのです。選挙もあることですから、今度

は少ししつこくやります。

〇議長（宮下順一郎） 40番。

〇40番（野呂泰喜） よろしくお願いいたします。

最後になりますけれども、大湊地区の除排雪に

ついてです。市長、これはちょっと余談でありま

すけれども、先日桜木町の前会長でありました湯

澤さんがお亡くなりになった。非常に一生懸命除

排雪のボランティアをやっていただいた。ことし

の２月、最後の除排雪をしているときに、ことし

の冬は手伝えないぞと言われたとき、私は何を意

味しているかわからなかったのですけれども、そ

のときに、もう余命１年という医者からの宣告を

受けていたみたいです。大湊にとっては非常にす

ばらしい方を亡くしたなと、いわゆる晩期功労に

徹した方ではないのかなと思います。

以上で質問を終わります。

〇議長（宮下順一郎） これで、野呂泰喜議員の質

問を終わります。

２時10分まで暫時休憩いたします。

午後 １時５９分 休憩

午後 ２時１０分 再開

〇議長（宮下順一郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎横垣成年議員

〇議長（宮下順一郎） 次は、横垣成年議員の登壇

を求めます。20番横垣成年議員。

（20番 横垣成年議員登壇）

〇20番（横垣成年） むつ市議会第190回定例会に

当たり、日本共産党、横垣成年が一般質問を行い

ます。市長及び理事者におかれましては、明快で

前向きなご答弁をお願いするものであります。

まず第１点目、介護保険制度についてでありま

す。保険料軽減制度の拡充について求めたいと思

います。低所得者層の多いむつ市でこそ、このよ

うな制度を充実するべきと思います。電源三法交

付金が来ているけれども、市民には何の恩恵もな

。 、いという話も聞いております 電源三法交付金は

このような低所得者層の手当てにも使い、自立で

きる地場産業の育成にも使うべきであります。現

在の軽減制度が市民の苦境を救っていると思う
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か、また市として他の自治体の軽減の取り組みを

どのように考えているかお聞きしたいと思いま

す。

第２点目です。道路整備についてです。むつ地

区の市道の砂利道解消の展望についてでありま

す。どのような展望で進めているのか、市内の市

道の砂利道はむつ地区は何キロで、何年で解消す

るものか。また、砂利道の状態別に施工しやすい

順に明らかにしてもらえればと思います。

そして、むつ地区の市営住宅の道路側溝整備も

おくれております。市営住宅の方の砂利道解消と

側溝の整備もあわせて展望をお聞きいたします。

第３点目、保育行政についてです。民営化の諸

問題について。この間、大平町、小川町保育所を

民間移譲いたしました。民営化で問題となってい

ることはないか、むつ市で何かつかんでいるもの

があればご紹介願いたいと思います。

また、障害を持っている児童は現在公立保育所

に何人、民間には何人入所しているかもお聞きい

たします。

４点目、教育行政についてです。まず、学校統

廃合についてですが、今後の予定を明らかにして

もらいたいと思います。また、学区の見直しの予

定はあるのかもお聞きいたします。

次に、子供のいじめの問題についてです。いじ

めへの対応は待ったなしに行わなくてはなりませ

ん。また、日本は国際条約であります児童の権利

に関する条約、いわゆる子どもの権利条約を

1994年４月22日に批准をしております。その前文

を紹介したいと思います。

児童の権利に関する条約。前文 「この条約の。

締約国は、国際連合憲章において宣明された原則

によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊

厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが

世界における自由、正義及び平和の基礎を成すも

、 、のであることを考慮し 国際連合加盟国の国民が

国際連合憲章において、基本的人権並びに人間の

、 、尊厳及び価値に関する信念を改めて確認し かつ

一層大きな自由の中で社会的進歩及び生活水準の

向上を促進することを決意したことに留意し、国

際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規

約において、すべての人は人種、皮膚の色、性、

言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若

しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等に

よるいかなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲

げるすべての権利及び自由を享有することができ

ることを宣明し、及び合意したことを認め、国際

連合が、世界人権宣言において、児童は特別な保

護及び援助についての権利を享有することができ

ることを宣明したことを想起し、家族が、社会の

基礎的な集団として、並びに家族のすべての構成

員特に児童の成長及び福祉のための自然な環境と

して、社会においてその責任を十分に引き受ける

ことができるよう必要な保護及び援助を与えられ

るべきであることを確信し、児童が、その人格の

完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の

下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長

すべきであることを認め、児童が、社会において

個人として生活するため十分な準備が整えられる

べきであり、かつ、国際連合憲章において宣明さ

れた理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、自

由、平等及び連帯の精神に従って育てられるべき

であることを考慮し、児童に対して特別な保護を

与えることの必要性が、1924年の児童の権利に関

するジュネーブ宣言及び1959年11月20日に国際連

合総会で採択された児童の権利に関する宣言にお

いて述べられており、また、世界人権宣言、市民

的及び政治的権利に関する国際規約、経済的、社

会的及び文化的権利に関する国際規約並びに児童

の福祉に関係する専門機関及び国際機関の規程及

び関係文書において認められていることに留意

し、児童の権利に関する宣言において示されてい
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るとおり「児童は、身体的及び精神的に未熟であ

るため、その出生の前後において、適当な法的保

護を含む特別な保護及び世話を必要とする」こと

に留意し、国内の又は国際的な里親委託及び養子

縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉について

の社会的及び法的な原則に関する宣言、少年司法

の運用のための国際連合最低基準規則及び緊急事

態及び武力紛争における女子及び児童の保護に関

する宣言の規定を想起し、極めて困難な条件の下

で生活している児童が世界のすべての国に存在す

ること、また、このような児童が特別の配慮を必

要としていることを認め、児童の保護及び調和の

とれた発達のために各人民の伝統及び文化的価値

が有する重要性を十分に考慮し、あらゆる国にお

ける児童の生活条件を改善するために国際協力が

、 」、重要であることを認めて 次のとおり協定した

これが前文であります。これを日本は批准したわ

けであります。

この批准した日本の状況を前提として、むつ市

のいじめの状況はどうなっているかということ、

これはきのう石田議員に対してお答えしているの

、 。 、で 答弁は省略しても結構でございます そして

このいじめの状況について文部科学省にはどのよ

うに報告しているか。そして、いじめがあった場

合の対策ですが、これも石田議員に回答しており

ますので、答弁は省略しても結構であります。再

質問の方でいろいろ質問をしたいと思います。

そして、いじめの原因というのはどこにあると

考えているかお聞きいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） 横垣議員の介護保険制度につ

いてのご質問にお答えいたします。

介護保険料の軽減措置につきましては、さきの

むつ市議会第189回定例会での大澤議員のご質問

にもお答えしておりますとおり、昨年度までは５

段階での保険料設定であったものを本年度から６

段階にし、低所得者に対して、より配慮した方式

を採用いたしたところであります。介護保険制度

は、高齢者の方々を含め、40歳以上のすべての方

々にご負担をいただき、相互扶助の精神に基づき

運営されているものであります。それを賄う保険

料の設定は、現在の当市の介護保険制度を維持す

るうえで最も適切であると認識しているところで

あります。また、特別な事情が生じた場合は、徴

収猶予や減免の措置を講じ、市民の負担の軽減を

図ることとしております。

市が保険料の減免ができる場合として、四つの

事例を定めております。それは、１、第１号被保

、 、険者 またはその属する世帯の生計中心者が震災

風水害、火災等により著しい損害を受けた場合、

２、生計中心者が死亡または長期入院等により収

入が著しく減少した場合、３、生計中心者の収入

が事業の休廃止、失業等により著しく減少した場

合、４、生計中心者の収入が干ばつ、冷害等によ

る農作物の不作、不漁等により著しく減少した場

合であります。介護保険制度は、先ほども申し上

げましたとおり、相互扶助の精神に基づき運営さ

れておりますし、介護給付費の50％を保険料で賄

わなければなりません。このため市では、国の保

険料減免に対する考え方であります保険料の全額

免除、収入のみに着目した一律減免、一般財源に

よる保険料減免分の補てんは適当でないという考

え方、いわゆる３原則に基づき先ほど申し上げま

した四つの場合にのみ保険料の減免を行うことと

したものであります。

介護保険の保険料は、生活保護受給者、市民税

非課税世帯であっても納付義務の生ずる制度であ

りますので、６段階の所得別保険料と減免制度に

よって、低所得者と特別の事情のある方に対する

軽減措置は十分になされているものと考えている
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ところであります。

また、他の自治体における軽減の取り組みをど

のように考えているかとのご質問でありますが、

各自治体にはそれぞれその自治体が抱える事情も

あり、独自の減免を行っている団体もあるようで

ありますが、多くの自治体は国の３原則に沿った

取り組みをしているものと理解をしております。

いずれにいたしましても、減免した部分につきま

しては、当然他の被保険者がかわりに負担しなけ

ればならないことになりますので、慎重な対応が

必要であろうと考えているところであります。

次に、道路整備についてのご質問にお答えしま

す。１点目の砂利道解消の展望についてのお尋ね

、 、でありますが 現在旧むつ市内の市道は581路線

232キロメートルであり、そのうち舗装延長が

194キロメートルで、舗装率はおよそ83％となっ

ております。残る未舗装延長は38キロメートルと

なっており、そのうち比較的整備がしやすいと思

われる側溝整備済み延長は16キロメートル、それ

以外の延長は22キロメートルとなっております。

参考までに、昨年度に旧むつ市内で実施いたしま

した道路整備の実績については、舗装整備が９路

線で1.4キロメートル、側溝整備が16路線で3.6キ

ロメートルとなっております。旧むつ市内の砂利

道解消の展望については、明確にお答え申し上げ

ることができませんが、財政状況を見ながら、優

先度の高い箇所よりこれまでどおり順次整備して

まいりたいと考えておりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

次に、市営住宅の団地の道路側溝整備について

のご質問にお答えします。まず、市営住宅におけ

る舗装状況を申し上げますと、４地区22団地中、

14団地においては舗装済み、また部分舗装も含め

て比較的整備が進んでいる状況にあり、残りのむ

つ地区にあります８団地については、議員ご承知

のとおり砂利道となっている状況であります。

団地内道路の砂利道維持補修に関する今年度の

実績を申し上げますと、むつ地区品ノ木団地を含

む６団地において実施したところであります。ま

た、側溝整備に関しても、品ノ木団地の損傷が多

いことから、横断用側溝の布設がえ等を実施した

。 、ところであります 殊に未舗装の団地においては

周辺の宅地化も進み、くぼ地のような状況にあり

ますことから、排水が必ずしも容易でない団地も

あることもご承知のとおりであります。

このような状況から、道路及び側溝の整備につ

きましては、屋根等の改修も含め、これまで計画

的に進めてきた経緯がありますが、今後も随時の

維持補修を継続しながら、団地ごとに年次計画を

立て、その解消を図るよう努めてまいりたいと考

えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、保育行政についてのご質問の１点目、民

営化したことで問題となっていることはないかと

のご質問にお答えいたします。市では、これまで

地域住民の理解を得ながら、大平町保育所と小川

町保育所を民間へ経営移譲してまいりました。民

間移譲後の状況を申し上げますと、いずれの保育

園においても、保護者の要望にこたえる形で保育

時間を延長し、小川町第二白百合保育園にあって

は乳児保育を開始しております。この結果、入所

希望が定員を上回る状況にあり、さらに保護者か

らこれまで苦情等が寄せられていない状況を見ま

すと、各保育園が保護者や地域から信頼されてい

るものと理解をいたしております。これらのこと

を考え合わせますと、市が保育所の民間移譲を推

進するという施策は、地域の方々に受け入れられ

ているものと判断いたしているところでありま

す。

次に、ご質問の２点目、障害児保育の現状につ

いてであります。障害児保育事業は、保育に欠け

る軽・中度障害のある４歳児から５歳児で集団保

育が可能な児童を対象に受け入れている事業であ
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りまして、公立保育所の全施設、民間保育所６カ

所で実施しております。10月末現在の障害者手帳

及び療育手帳の交付を受けている児童の入所状況

を申し上げますと、公立保育所へは４名、民間保

育園へは５名の合計９名が入所されております。

しかしながら、一部の保育園においては、障害児

保育が実施されておらず、保護者が希望した保育

園に入園させることができないなどの状況にある

ことから、今後は未実施の保育園についても利用

者のニーズにこたえられるよう協力をお願いして

まいりたいと考えております。

また、障害児にかかわらず、保育園の入園の受

け付け及び入園措置の決定については市が行って

いることから、各保育園が独自に入園措置を決定

することはありませんし、民間に経営を移譲した

場合でも、従来実施している保育内容を継続する

ことが条件となっていることから、保護者の希望

にこたえられるよう保育園の整備に努めてまいり

たいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。

〇議長（宮下順一郎） 教育長。

（牧野正藏教育長登壇）

（ ） 、〇教育長 牧野正藏 横垣議員ご質問の第１点目

学校統廃合についてお答えいたします。

平成17年７月に教育委員会で策定いたしました

むつ市学校統廃合計画では、平成19年４月に烏沢

小学校、小目名小学校、関根橋小学校、平成20年

４月に角違小中学校、平成22年４月に宿野部小学

校、蛎崎小学校、第二川内小学校を統廃合対象校

としてきたところであります。この計画を進める

に当たりましては、まず平成19年度及び平成20年

度の統廃合対象校となりますＰＴＡ会員を初めと

いたしまして、各町内会を単位としました地域懇

談会等でご説明を申し上げ、意見交換を重ねてま

。 、 、いったところであります その結果 烏沢小学校

角違小中学校、小目名小学校、関根橋小学校につ

きましては、おかげさまをもちまして平成20年４

月での統廃合ということで最終合意に達している

ところであります。

次に、平成22年４月に統廃合を予定しておりま

す川内地区のＰＴＡ会員に対しましてもご説明を

申し上げましたところ、早期統合を望む声が多く

寄せられました。これを受けまして、地域住民と

の懇談会を開催しましたところ、宿野部小学校地

区からは、去る11月29日付で、また蛎崎小学校地

区からは12月４日付で統合先の第一川内小学校の

新校舎建設を待たないで平成20年４月に統合して

ほしい旨の要望書が提出されましたので、各地区

ＰＴＡ会員と地域の意向に沿うよう進めてまいり

たいと考えております。

なお、第二川内小学校の予定年度につきまして

は、さらなる話し合いが必要であると考えており

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、統廃合後の学区につきましては、統合先

の学区に組み入れられることから、児童及び保護

者が何らかの理由で学校の変更を希望する場合

は、学校の指定変更願を教育委員会に提出してい

ただきまして、相当な理由があると認められた場

合は学校を変更できるという制度がありますの

、 、 。で ご了承いただきたいと このように思います

次のいじめ問題についてのご質問にお答えいた

します。一つ目のむつ市のいじめ状況はどのよう

になっているかと、また県教育委員会へはどのよ

うに報告しているかについてのご質問であります

が、まずいじめの状況につきましては、昨日の石

田議員の質問にもお答えしましたが、ことし４月

から11月末日までのいじめの実態調査では小・中

学校合わせて13件の14人となっているところであ

ります。県教育委員会への報告は、指定されたい

じめの基準と様式に従いまして、学期ごとに各学

校から報告される児童生徒指導状況報告書という

ものがございまして、その報告書と年度末に提出
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される問題行動調査を集計いたしまして、県教育

委員会に報告しているところでございます。先ほ

ど横垣議員からは、いじめ防止等の対策等々、き

のう石田議員にお答えしましたことは省略しても

いいということでございますので、これを省略さ

せていただきます。

最後のいじめの原因についてはどこにあると考

えているかというふうなことでございますが、私

は具体的ないじめの原因、要因を特定、限定する

ことは非常に難しいと、このように基本的には考

えてございます。ただ、経験上から申し上げまし

て、一般的に考えられる要因といたしましては、

最近の子供は昔、以前と比べまして、全体的に我

慢する力、忍耐心が急速に衰えているのではない

かと、このように思っております。したがいまし

て、直観的あるいはまた衝動的に反応する傾向が

強まっているということが挙げられると考えてお

ります。

また、トラブルが発生したとき、話し合いや言

葉による解決の仕方、あるいは人間関係を修復す

る力が十分に身についていないことも大きな要因

ではないかと見ております。最近では、携帯電話

やインターネットを使って匿名による不特定多数

の中に紛れ込んだネット上のいじめも少なくな

く、実態がますます見えにくくなっていることも

大きな要因であると受けとめているところであり

ます。今後とも学校、家庭、地域、関係機関と一

層の連携のもとに、どの子供にとっても安心して

楽しく学校生活が送れるような環境づくりに努め

てまいる所存でありますので、議員のご理解とご

指導を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（宮下順一郎） 20番。

〇20番（横垣成年） まず、第１点目の介護保険料

の軽減拡充についてお聞きいたします。

私は、今の軽減制度で市民の苦境は救われてい

るかということをお聞きいたしましたが、十分行

われていると、救われているという答弁でありま

した。私は、救われていない方の相談を受けまし

、 、て その方は結局救われなかったのでありますが

年金が本人は２カ月で３万円の方であります。そ

して、最高額の８万1,000円の請求が来まして、

10月は３万幾らの年金から３万円が天引きされま

したから、もう千幾らぐらいしか残らないという

形で電気料も払えなかったという方がありまし

た。こういう例を見れば、救われていない方がか

なり多いのではないかなと私は思います。

生活保護も検討しました。でも、その方はそれ

を受けないで一生懸命頑張ろうという方なので

。 、す やっぱりこういう方をきちっと救えていない

そういう軽減制度になっている。まず、この点に

ついてどのように思うかということであります

、 、が この方はたまたま農業者を廃業いたしまして

農協に1,500万円以上の借金があって、廃業して

得た収入がほとんどその借金に消えてしまった

と。著しく去年は収入があったということで、最

高額の８万1,000円の請求が来ているという方な

のであります。この方は、国保税だとか、そうい

うところは減免の許容度といいますか、その範囲

が広いものですから、そっちは一定程度収入に合

わせて低くしてもらった。ところが、介護保険料

だけは待ったなしに最高額、著しく収入が前年度

より低い場合という規定がありますが、前年度よ

り年金は別に低くはなっていないので、とにかく

収入があったということだけで減免の対象にはな

らなかったということですから、ぜひとも市長に

はこういう、本当に特例なのです。８万1,000円

を２万7,000円にするだけなのです。こういうめ

ったにない例というのも救えていない、また金額

にしたって小さいものです。こういう人は、やっ

ぱり救えるような制度にできないものかどうか、

ここをお願いいたします。

〇議長（宮下順一郎） 市長。



- 136 -

〇市長（杉山 肅） 当該水川目の人ですが、国民

健康保険と介護保険とは減免の制度が違うし、そ

の方は不服審査申し立てをして、県の審査会にか

かって、県の審査会から却下されている。ですか

ら、県の審査会が却下したのを私が救済する方法

。 、を考えるという方法はないわけであります ただ

収入と所得とは違うということをまず一番先にわ

かっていなければならない。私の母親が持ってい

た土地を会社に担保に提供したら売れました。税

務署へ行ったら非課税ですと言われました。そう

いう仕掛けもあるのです。ですから、制度上決ま

、 、っているものを まして不服審査を申し立てして

それを却下されているものを救済する方法を今考

えろと言われましても、それは現実にはできない

というケースであることを十分ご承知のうえでご

質問になっている。一人は万人のために、万人は

一人のためにということがあなた方のスローガン

にあります。１人をやると、次々にいっぱいやら

なければならなくなるようなケースなのです。だ

から、国は歯どめをかけるためのシステムをつく

っている。歯どめを外すと、介護保険制度につい

ての国の強い指導が出てくる。そういう性格の問

題でありますから、残念ながら横垣議員のこのよ

うな制度をつくれというご提言に対しては、私は

国が定めている制度を守るしかないというお答え

しかできません。

先ほどご助言として生活保護を申請したらどう

かというお話がございました。ご家庭がかなりご

高齢であり、なおかつ障害者を抱えていらっしゃ

る。生活保護を受ける資格は十二分にあるのに、

そちらの方を考えられないということは、私から

とやかく申し上げる立場ではございませんけれど

も、そのような横垣議員からのご助言も必要では

ないでしょうか。

〇議長（宮下順一郎） 20番。

〇20番（横垣成年） この介護保険料というのは、

天引き制度ですから、本当に冷たい徴収の仕方な

のです。そういう２カ月で３万円しかもらってい

ない方でも生活保護を受けないで頑張ろうと、一

生懸命やっている方をもう少し応援するようなも

のが考えられないのかというのを検討してもらい

たいのですが。

市長はご存じかどうか知りませんけれども、８

月末でしたか、エフエムアジュールで、むつ市の

万引きの状況を警察の方がそこで発表していたの

です。これほどむつ市の万引きが多いのかと私も

びっくりしたのですが、全国で何番目か、市長、

ご存じですか。７番目だそうです、むつ市の万引

きの件数が。当然県内で１番なのです。

……

〇議長（宮下順一郎） 横垣議員、十分発言にはご

留意をお願いいたします。

〇20番（横垣成年） そういうことを警察の方が発

表して、大変残念なことだというふうなことを言

っておりました。そういう状況で年金から強制的

に天引きするものだから、では収入がないものだ

からどうするか。私は、この中にはそういう形で

こういう状況に追い込まれる、そういう年金生活

の方はかなりいると思います。

やっぱりこういう制度をきちっと、そういう方

でも払いやすいような、そういう制度に私はする

べきだし、実際もうこういうワーストワンになっ

ている状況を少しでも改善するという考え方にな

れないものかどうか。まず、この現状から見てお

聞きしたいと思うのですが。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 私、県議会議員のころに文教

公安常任委員会に属したことがありますが、その

、 。ころは 八戸市が万引きのケースが大変多かった



- 137 -

警察の能力を挙げて万引きを発見するために努め

ると検挙率が上がるのです。ただ、実際に万引き

が行われているかどうかということは関係なく、

捕まった人の数を挙げているのです。だから、そ

れを例えにして、介護保険をどうのこうのという

ご発言は、私は議論の展開の仕方としては若干筋

が違うのではないかと思います。

〇議長（宮下順一郎） 20番。

〇20番（横垣成年） 確かにそういう考え方もあり

ましょうが、本当にこのむつ市にはそういう追い

込まれている方がふえていると。この介護保険料

の天引きの仕方によって、さらに追い込まれてい

ると、そういう状況をつくっているのがこの介護

保険料の天引きの仕方だというふうに私は思って

おります。ですから、それをもうちょっと緩くす

る、そういう方向で検討するべきだし、また今平

成17年度、国保会計の決算で私はぽっかり見逃し

たのでありますが、国保の収入未済額、国保の決

算でも問題になりましたが、もう10億円を突破し

、 、たということですから これほどお金が払えない

そういう状況に追い込まれている方が、もうむつ

市にはいっぱいあるということで、庁舎を建てる

、 、 、 、のはいいけれども 市長 10億円 25億円という

そういうお金はぽんと出すけれども、こういう方

を手当てするという考え方は持てないものかどう

か、最後これをお聞きいたします。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 庁舎を建てる金がないから寄

附してもらっているのです。話の筋が違います。

〇議長（宮下順一郎） 20番。

〇20番（横垣成年） 全くこういう追い込まれてい

る方には、何の手当てもしないという姿勢が明ら

かになりました。私は、引き続きこういう方の立

場で追及していきたいと思います。

また、第２点目の道路の問題でありますが、も

う側溝が整備されている道路が16キロあるのであ

、 、りますから その整備を早く進めてもらいたいし

あとなかなか側溝がついていなくて整備がしづら

いとかというところだとか、あと団地内のそうい

う道路なんか、やっぱり急いでもらいたいという

、 、市民の声もあるので とりあえずでこぼこでない

てんぷら舗装も採用して舗装を進める考えがない

かどうか、ちょっとお聞きします。

〇議長（宮下順一郎） 横垣議員、ちょっと発言の

内容がよくわからないのですけれども、一般的に

通用されている表現で、ご発言をお願いしたいと

思います。

〇20番（横垣成年） 失礼しました。簡易舗装が正

確な呼び方だそうです。簡易舗装も含めてそうい

う困っている地域を早く舗装してもらうというこ

とはできないものかどうか、よろしくお願いしま

す。

〇議長（宮下順一郎） 建設部副理事土木課長。

〇建設部副理事土木課長（太田信輝） お答えいた

します。

横垣議員のお話の、言ってはいけないのですけ

、 、 、れども てんぷら舗装ということで これは従来

要するに路盤に一切手をつけないで、その上にも

ういきなり舗装をかけてしまうと、こういう工法

もあったかと思いますけれども、今はすべて簡易

舗装という形になっております。

それで、簡易舗装も最低でも上層路盤10センチ

くらいを全部入れかえて、それでアスファルトと

なじみをよくするために上層盤きれいにそろえた

もので舗装をかけるというのが通常のパターンで

ございます。それで、簡易舗装と、それから一般

に下層路盤までの改良をする場合、これはさほど

金額に差が出てきません。ですから、できれば全

体をちゃんと改良した舗装で進めていきたいとい

うのが私たちの考えであります。簡易舗装も若干

ですが、進めてはおりますけれども、やはり長も

ちさせるためには下層路盤から全部入れかえる正
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式な舗装といいますか、そういう方法をとってい

きたいと考えておりますので、ご理解をお願いい

たします。

〇議長（宮下順一郎） 20番。

（ ） 、 。〇20番 横垣成年 次は 保育行政についてです

民営化して、この間むつ市には苦情はないという

答弁でありました。私が聞いたところによります

と、答弁の中にもありましたけれども、なるべく

障害を持っている、そういう児童を受け入れるよ

うに、未実施の保育園にも協力をお願いするとい

うことでありますが、今答弁にありました障害手

帳を持っている方というのが本当に少ないみたい

なのです。私が聞くところによりますと、障害手

帳を持っていないけれども、何か保育士が見てお

かしいなと、言動だとかがおかしいなと、そうい

う子供について、例えば民間の保育園に行くと、

やっぱり保育士はもう何人もお子さんを見ている

わけですから、おかしいという子供はすぐわかっ

て、市の職員から紹介されて面接というのをやる

のですか、民間では。その時点で何か変だなと思

われたそういう子供が、うちは障害児保育はやっ

、 、 、ていないよとか言われて お母さん お父さんも

別にそういう障害児だと思っていないで連れて行

くものですから、びっくりして別の方に回される

というパターンがあるけれども、公立保育所に行

くと、ほとんどそういうのは全部受け入れられて

いるそうです。

そこで私がお聞きしたいのが、全部民営化をし

てしまった場合に、そういう形でお父さん、お母

さんがもう迷う、こういうパターンがいっぱい出

てくるのではないかなと。今は何とか公立保育所

があるから、回されても、すんなりそこに行けば

いいというところがあるわけです。ところが、全

部民間に移されれば、そういう悩ませる状況がい

っぱい出てくる。ここを市としてはどのように指

導というか、できる手だてがあるのかというのを

まずお聞きしたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 先ほどお答えしたとおり、今

保育園、保育所への入所については保健福祉部が

その決定をしているわけでありまして、保育所、

保育園によって処遇が違うということは基本的に

はないことになっております。

なお、詳細については、保健福祉部長から答え

させます。

〇議長（宮下順一郎） 保健福祉部長。

（ ） 。〇保健福祉部長 名久井耕一 お答えいたします

ただいま市長からご答弁ございましたとおり、

私立であっても、公立はもちろんそうですけれど

も、市の方で入退所の決定を行ってございますの

で、議員がご懸念されるような部分はないと、こ

のように私どもは認識いたしております。

それと、あと若干議員の方からご発言ございま

した事例ですけれども、そのような事例は市の方

では現在把握してございませんし、また保護者の

方からもそのような苦情もないということでござ

いますので、ご理解いただきたいと存じます。

以上です。

〇議長（宮下順一郎） 20番。

〇20番（横垣成年） 父兄からも苦情が来ていない

ということであるけれども、横垣には、何かおか

しいから、ちょっと市議会で一般質問をしてくれ

というふうな声が届いておるということで、先ほ

どの苦情がないというのもあわせて、どうも何か

市の方の敷居が高くなっているかなということを

感じます。気軽に市民が苦情を市に言えない何か

があるのではないかなというふうに思いますの

で、ぜひ私に寄せる苦情と同じように市の方にも

気軽に寄せられるような、そういうやっぱり相談

窓口といいますか、やっぱりそこら辺の充実が必

要かなと感じます。

実際本当に障害手帳を持っていないけれども、
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何か言動が変だなという子はいるのです。そうい

う子が実際面接に行ってお断りされたという例を

私は聞いておりまして、そういう方が市役所にこ

ういう例があったよということで、何か苦情を申

し立てるかどうかというのは、市役所の敷居がそ

れなりに高いとやっぱり気軽にできない問題なの

です。しかも、何かある部分にそういう障害手帳

を持っていないけれども、何か言動がおかしいと

かという子が集まっているという話も聞いており

ますから、全部民間になった場合に、やっぱりそ

ういう方たちが余されないような、そういう施策

をしっかりとってもらいたいということを思いま

す。

それと、こういう障害児保育をやっているとこ

ろには、市からそれなりに補助金が全部行ってい

るものでしょうか、認可している保育所、また認

可外の保育所、あわせて補助金をそれなりに出し

ていることによって市のそういう協力だとか、そ

ういうのもそれなりにお願いできるかなというふ

うに私は思っております。こういう補助金も何も

出していない保育所には、市は口出しができない

というふうな仕組みになるのでありますから、そ

こら辺ちょっとお聞きしたいなと。

それとあわせて、今柳町保育所の民間移譲の現

状というのをちょっとお聞きしたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 保育所に入所申し込みする前

に、むつ市としては乳児健診、２歳児健診、３歳

児健診というのをやっています。そこへ行かない

で保育所に入りたいというふうに考える人もいな

いとは言えませんし、そっちの方が多いかもしれ

ない。福祉行政は、総合的にやっているつもりで

おります。また、障害児保育をやっていない保育

所には、そのための費用は出していません。障害

児保育をやっている保育所、保育園には、そのた

めの費用は拠出いたしておりますから、そういう

場合には障害児保育を実施していない保育園に行

った場合には断られるのが当たり前、やっていな

いわけですから。そういう状況でありますので、

そのあたりも横垣議員ご相談を受けましたら、丁

寧に教えてやってください。そうでなかったら、

その親御さんと一緒に市役所までおいでくだされ

ば、うんと丁寧になると思います。本来丁寧にや

っているつもりですが、それ以上に丁寧になると

思います。

それから、柳町保育所に関しては、現在いろい

ろな角度から検討中でございますので、内容につ

いてはただいま申し上げる状況にございません。

〇議長（宮下順一郎） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（名久井耕一） ただいまの市長答

弁に若干補足させていただきますけれども、障害

児保育の部分につきましては、市長からご答弁あ

りましたように、補助金ということではなくて委

託料という形で出してございます。ただ、この委

託料につきましては、特に障害をお持ちで、特別

児童扶養手当の支給対象となっている児童が入所

している場合に委託料という形で、市の単独事業

ということで実施してございます。

それから、先ほど横垣議員から苦情の申し出と

いうようなお話がございましたけれども、これに

つきましては、苦情等申し出窓口ということで、

各保育所の方にそういう窓口があるということの

お知らせを掲示してございます。そして、第三者

委員ということで、各保育所３名ほどの委員にお

願いをして、そういう苦情等を解決するための対

応をとってございます。

以上でございます。

〇議長（宮下順一郎） 20番。

〇20番（横垣成年） 今の答弁を総合すると、今後

民間でそういう面接をして、あなたは障害が少し

あるから、別な方に行きなさいということはまず

ない、これからは発生しないということで理解い



- 140 -

たしましたので、もし発生した場合は、再度その

問題を取り上げていきたいというふうに思いま

す。

、 、 。次 教育行政でありますが いじめの問題です

ここでちょっと県教委にはどのように報告してい

るかということをお聞きいたしまして、結局13件

14人と報告しているということで理解していいか

というのをまず確認させていただきます。

それと、いじめの原因で、個人的な意見という

ことでお答えしてもらったのでありますが、私は

やっぱり生徒個人の問題だけを原因とするのは、

やっぱり根本的な解決にはつながらないというふ

うに思っております。当然子供は、社会、学校の

状況、親御さんの家庭環境、そういうものを総合

して、結果的にいじめという行動に出ると。プラ

スその生徒の性格が加わって、そういう状況が生

まれるというふうに思うのであります。そこでそ

れをさらにこれから加速させる状況を今、日本と

いう国はつくっているのではないかなというふう

に私は思っておりますので、そこの原因をお聞き

したのです。私は、やっぱりその原因の一つとし

て、私も中学校時代から経験しました受験競争、

競争教育、これがまず大きいのではないかなと。

そして、私が学生時代には余り見られなかった今

の教師の多忙の状況、この二つが今それこそいじ

めで命まで落とすような、そういう状況を加速化

させているのではないかなと思いますが、この２

点、ちょっとお考えをお聞きしたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） 先ほどの一番最初のいじめ

の県教育委員会への報告をどうしているかという

ことで、13件14人のことはどうだということでご

ざいますが、これはまだ報告しておりませんけれ

ども、といいますのは、学期末ごとにまとめて報

告することになりますので、取り急ぎ現在どうな

っているかということで私どもが独自に一応事前

に調査したものでございます。結果的には１学期

は１学期分、２学期は２学期分ということで報告

、 、 、して 最終的には１年間分トータルで １学期分

２学期分、３学期分ということで３回にわたって

報告するというふうにしてございます。

それから、いじめの原因についてのお話ござい

ました。全くそのとおりだと私は思っておりまし

て、一つのものでいじめに発展するということは

ないわけでございます。いろんなことが複合的に

重なり合って不満が蓄積される、不適応になると

いうことの結果からいくわけでございます。それ

は今ご指摘のように、学校であったり、学校にお

ける人間関係であったり、あるいは家庭において

の親子関係、あるいはまた兄弟同士の中の関係な

ども作用してくるわけでございます。当然本人の

持って生まれた性格も加わるわけでございます。

ただ先ほど申しましたように受験競争、あるいは

また多忙化ということとまた直接的に、直線的に

結びつくかどうかというのはなかなか難しいと私

。 、は思っております まず一つ受験競争というのは

大なり小なり皆さん経験してきているわけでござ

いますが、そのことが直線的にいじめにつながる

というのはなかなか難しくて、これもまたその本

人の持っている性格とか、あるいはまたどういう

受験勉強をやってきたかというふうなことで、受

験勉強イコール即いじめということではなくて、

むしろ受験勉強をやって人間的に鍛えられたとい

う方もいっぱいいらっしゃるわけでございます。

むしろ私は今の子供たち、我々も小さいころそう

でしたけれども、自分の怠惰な勉強習慣、生活習

慣がある程度受験勉強などということによって相

当規制された、我慢しなければならないことは我

慢しなければならないなということを覚えさせら

れた受験競争、受験勉強といいましょうか、私は

比較的、比較的とは失礼なことでございますが、

。 、プラスの方に考えているわけでございます ただ
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第三者から見た場合に、大変でしょうねというの

も一つの見方だろうと私は思うわけでございま

す。では受験をなくせばいいかというのは、現実

的な問題ではないと思いますけれども、やはりそ

ういうストレスを、しかしストレスを感じない受

験戦争というのはあり得ないわけでございますの

で、ある一定のストレスというのは、当然向上進

歩のためには必要なことではないかなと私は思っ

てございます。

もう一つ、多忙化というのは、確かにそうでご

ざいまして、昨今の、最近の新聞発表、我々はま

た独自に調査した中でも、８割の先生方がやはり

多忙化ということを訴えているわけでございま

す。そういう意味で子供と生に接する時間が少な

くなっているというふうなことは確かに私は言え

ると思います。やはり子供の側からしますと、部

、 、活動でも あるいはまたいろいろな話し合いでも

放課後でも時間を割いてくれたらなと思う場合

も、保護者の立場でもいろいろあったのではない

かと思うわけでございます。そういうことが多忙

化によってそがれているということは非常に残念

なことだと思っております。しかし、できるだけ

省力化といいましょうか、省けるものを省くとい

うふうな方向でいきませんと、私どもも学校訪問

などを通しまして、そんなに書類等準備しなくて

も結構でございますと、わかるものは１学期でも

らったものは、また２回目もらう必要はございま

せんということで、できるだけ省いていいような

方向で進んでいるわけでございます。そういう方

向で、さらにまた我々も努力していきたいと思っ

ておりますし、先生といえども家庭はあるわけで

ありますから、早目に帰って、家庭で、団らんを

きちっとやっていただきたいという方向で進めて

まいりたいと、このように思ってございます。

〇議長（宮下順一郎） 横垣議員、申し合わせの時

間が参りました。ご協力をお願いいたします。

〇20番（横垣成年） 今教育長は、受験勉強は全部

がだめだというわけではないということで、確か

にそういう面はあるのでありますが、やっぱりす

べてそこの１点だけに何か今の日本の教育は集中

されてしまっている。であるがために、それより

いい成績をとること以上にもっと大事なものがあ

るよということを教えることが後ろの方になって

しまっているようにちょっと私は思うのです。

〇議長（宮下順一郎） ご協力お願いいたします。

申し合わせの時間でございます。

〇20番（横垣成年） ですから、その受験、いい成

績をとる、それ以上にもっと大事なものは本当に

命だとか、友達を大事にすることだとか、平和だ

とか、そういうことをやっぱりしっかり教えるこ

とがなかなか難しくなっているというのが昨今の

教育現場であります。ぜひ余り競争というのを強

調しないで、そこら辺も考えるような教育システ

ムというのを検討してもらうことができないかど

うか。そういうことを要望して一般質問を終わり

。 。たいと思います どうもありがとうございました

〇議長（宮下順一郎） これで、横垣成年議員の質

問を終わります。

（ 議長、議事進行」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） 37番佐々木肇議員。

（37番 佐々木 肇議員登壇）

〇37番（佐々木 肇） 早速議長においては、議事

進行を取り上げていただきましてありがとうござ

います。

ただいま20番議員の発言中、人権を侵害するよ

、 。 、うな発言 さまざまございました 議長において

精査のうえ、厳重な対処をされるよう議事進行と

させていただきます。

（ ） 、〇議長 宮下順一郎 ただいま佐々木肇議員から

横垣議員の一般質問の発言中、不適切な表現が見

られるということで、その発言の内容について削

除及び訂正の申し入れの議事進行がありました。
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この部分につきまして、後日会議録を精査のう

え、議会運営委員会と協議のうえ措置したいと思

いますが、ご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） そのようにさせていただき

ます。

３時25分まで暫時休憩いたします。

午後 ３時１４分 休憩

午後 ３時２５分 再開

〇議長（宮下順一郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎会議時間の延長

〇議長（宮下順一郎） 本日の会議時間は、議事の

都合により、あらかじめこれを延長いたします。

◎東 健而議員

〇議長（宮下順一郎） 次は、東健而議員の登壇を

求めます。13番東健而議員。

（13番 東 健而議員登壇）

〇13番（東 健而） 13番、新むつクラブの川内の

東です。第190回、節目の議会に当たり、今回私

は旧川内町を含む地域社会の現状が今廃村と消滅

の危機にあるという現実を踏まえ、理事者側には

何よりもまずこの対策を最優先してお考えいただ

きたいということを冒頭から申し上げ、質問に入

りたいと思います。

それでは、事前通告に従い、２点についての質

問を行います。

まず、１点目の項目であります地域振興計画の

本市の現状と見通しについてお尋ねいたします。

第１に、合併後の旧町村部の経済認識について市

長はどのようにお考えでしょうか。市長は、合併

後の旧町村部の経済的現状について、その実態を

掌握不足のご様子ですので、まずこのことについ

てただしてみたいと思います。

私は、今までの定例会では、本市の将来展望や

、 、地域力の現実に照らし 適切な政策の実現を要望

さまざまな形で提言してまいりました。今、旧町

村部の経済は、１次産業の低迷と停滞、収入の激

減に見舞われています。今回も、また旧町村部の

窮状を繰り返しますが、漁業だけがどうにか体裁

こそ保ってはいるものの、燃油や漁業資材の値上

がりなどから漁家収入が圧迫され、次第に生活が

。 、追い詰められてきております ２次産業を見れば

安売り競争の波に翻弄され、何をやってもどうに

もならないという焦燥感から商売を離れる人の姿

も多くなっていますので、これらに対する対策が

急務であることは今まで指摘してきたとおりであ

ります。

加えて雇用不安、生活不安が増大し、これから

本市を担う若者たちや子供たちの減少と長年旧町

村部のために一生懸命尽くしてこられたお年寄り

たちの他界により人口はどんどん減少し、急激に

衰退してきています。このことも私は訴えてまい

りました。しかし、最近、そのことへの対策が後

退し、旧市部だけへの大型投資が目立ち、私は旧

町村部への施策の展開が今でも見過ごされている

ような印象を持ち続けています。幾ら申し上げて

も、昨今の旧町村部の市民の苦しさを理解してい

ただけないその姿に、旧町民や旧村民は次第に不

満を高めつつあります。旧市部への投資が優先さ

れ、箱物優先が行政でできる最大の配慮だと市長

は考えているようだと私も受けとめています。

この狭い下北半島でのむつ市政により、末端地

への心情的な配慮がないがしろにされ、知らず知

らずのうちに地方阻害につながっていく懸念も含

まれており、これは大変なことであり、危機感を

一層抱かざるを得ません。今、当たり前のことが
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当たり前でなくなってきている旧町村部では、今

まで人々の心の中にあり続けた公徳心や公共心の

喪失、自分だけがよければよいというような利己

心の芽生えと増長により、最低持ち合わせていな

ければならない倫理観と道徳観念さえ失いかけて

いると言っても過言ではありません。例えば草木

に水を与えず、しなだれてきている、このような

旧川内町の異常な現象を私は今まで感じたことが

なく、取り返しのつかなくなる事態の一歩手前で

あるように感じています。合併は間違いだった、

そのように後悔し、反省している市民の声が日増

しに拡大してきていることを市長はご存じでしょ

うか。そこで、市長は行政の長として、今の旧町

村部の経済が苦しくなってきている現況について

どのようなご認識をお持ちなのか、お答えいただ

きたいと思います。

第２に、新むつ市まちづくり計画についてであ

ります。合併協議会でも提示され、協議、議論さ

れた新市まちづくり計画となったこのビジョン

が、なぜか財政難を理由に置き去りにされている

という印象を持っていますが、この約束された計

画がこのままではこの構想は絵に描いたもちにな

りかねないのではないでしょうか。

さきの臨時会の質疑でも申し上げましたが、私

たち旧町村部の議員は、この約束事の履行を監視

するために在任特例を許されてきたと言っても過

言ではなく、新市まちづくり計画の進展性が全く

身近に感じられない現実をどのように市民に説明

をしたらよいのか、またこればかりではなく、合

併協議会の内容には多くの約束事がありました。

私は、多くのものが随分後退し、先送りされてい

ると思っています。市長は、これらが守られ、進

展していると思っておられるのでしょうか。

さて、我々の任期も来年の10月ですから、余す

ところあと10カ月になりました。市長の言うよう

に、定例会もあと３回しかありません。その間に

合併協定項目の約束されたことに道筋をつけてい

ただかなければと思いますが、仮にこの約束を守

っていただけないのであれば、市民に我々の存在

意義が問われかねません。そこで、当時の委員の

間からも期待され、合併協議会でも示された新市

まちづくり計画の今後の展望と見通しについて市

長のご所見をお伺いいたします。

第３に、財政健全化計画についてであります。

地域振興計画を考える際に、まず最初に財政健全

化を図るということは合併協議会の至上命題であ

ったはずであります。合併以来私は、赤字を解消

することが最優先課題だと位置づけ、そのために

市民も我慢するものは我慢をするのだということ

で理解してきました。しかし、合併以来赤字が解

消するどころか、かえってふえ続けています。

来年度予算の依命通達には、現在25億円弱の赤

字が平成19年度の末には約29億円にふえるので、

職員には極力心して予算配慮してほしいと書かれ

ています。しかし、29億円どころか、連結では既

に38億円の赤字財政であることが明らかにされて

。 、います これには最近の市庁舎移転問題も絡んで

合併特例債使用後の財政支出がふえるということ

から明らかでありますが、本市の財政規模からす

ると、標準財政規模の約159億円の20％、すなわ

ち約32億円にはあとわずかであります。あと３億

円で準用財政再建団体に転落するのが明らかであ

りながら、危機感はさっぱり感じられません。当

初の計画と相当ずれてきていますが、ふえ続けて

いる赤字を減らし、財政を健全化する計画の見通

しについて市長はどのように考えているのでしょ

うか、お答えいただきたいと思います。

第４に、合併特例債の使用に関する合意につい

て伺います。合併前の将来構想には、基本理念と

して 「人と自然とが共生する海峡都市むつ下北、

の創造」がうたわれています。これにはさまざま

なビジョンが内包されており、私は合併後、この
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構想を前面に打ち出し、計画を策定し、旧町村部

にも配慮したゆとりある政策の実現を目指してい

ただけるものと期待をしておりました。市長も選

挙の公約の中で実現可能な多くのものを取り上げ

ています。

また、合併特例法と合併協定項目には、均衡あ

る郷土の発展と地域振興を目指す取り組みについ

ても合併に際し、旧町村部は衰退していくのは避

けられない、地方社会に配慮した施策の展開を優

先することが望ましいということが取り上げられ

ています。私は、特例債は旧町村部の衰退に歯ど

めをかけることに使われると思ってまいりまし

た。一方で、過疎債は、旧むつ市ではなかったも

のであり、過疎が進行している旧町村部にだけ認

められていたものであり、新市に引き継がれてい

ますが、赤字がふえれば、これも制限を受けるこ

とになります。

なお、合併特例債は新むつ市全体で使われるこ

とになり、期待をかけてきましたが、何とこれが

平成17年度において既に２億4,480万円余りが知

らず知らずのうちに利用されています。このため

旧町村部での使用については、本市の赤字幅が一

向に埋まらないために、その利用制限を受けかね

ない課題もあり、結果として使用が縮小されるお

それも出てきています。交付税補てんは、交付税

総額の抑制のため、この約束が守られる保証は極

端に薄れてきています。財政悪化は、改善の兆し

が見えず、住民が求めていた方向とは逆の方向へ

と進んでいるような気がして仕方がありません。

これは、合併特例法という法律に従って市町村の

長や議員、委員の間で合併協定を取り決めたこと

が遵守されず、参加した関係者の責任問題にもな

りかねない重大なことであります。市長は、この

ことを旧町村部の長や委員、市民にどのようにご

説明なさるおつもりでしょうか。

第５に、合併特例債の活用の仕方についてであ

ります。さきの臨時会で企画部長は、一般財源か

ら５％の負担、95％が合併特例債で充てることが

できる、このうちの70％は地方交付税措置され、

そして20年間で返還、３年間の据え置き期間があ

りますと申していました。また、元利合計の３割

分が市の負担になりますとも言っています。した

がって、当初の一般財源からの持ち出し分の５％

を加えた支出が市の負担となります。

新市まちづくり計画では、例えば平成17年度の

地方交付税を116億円と見込み、実際には104億円

前後で推移したと言っていますが、まさに12億円

の減ということであります。こういう中で合併特

例債を使わないで事業をやるというのは、非常に

大変である、少しずつ振りかえながら使用してい

るとも申していました。結局は、特例債は累積赤

字が減らせず、地方交付税の目減り分を補てんす

る形でしか使用できないということだと思いま

す。縁故債よりも地方債が有利なのはよくわかり

ますが、これが徐々に累積され、借金を減らすど

ころかふやしているわけであります。これでは、

旧町村部の市民から、旧町民のために汗をかくよ

うに負託されてきた我々のメンツが立ちません。

合併協議の場面では、５年で69億円の合併特例

債を見込んでいるとした当初の計画が先送りさ

れ、５年後のビジョンの策定ができず、これでは

合併特例債が暗黙のうちに了承されたとされる資

金が旧町村部には望めるかどうか疑問でありま

す。結果として、計画の後期５カ年間で計画に織

、 、り込まれていますが 借金を減らすということは

将来の子供たちになるべく借金を残さないという

前提があってのことであります。合併特例債の扱

いについて、優先されるべき旧町村部への配慮が

足りないと思いますが、市長はこのことをどのよ

うにお考えでしょうか。

第６に、合併特例債の使用限度と旧町村部への

投資についてお伺いいいたします。企画部長の言
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われた特例債を使えば一般財源から５％の負担、

そして95％が特例措置される、その３割が本市の

負担になるとの答弁であります。しかし、これも

財政が一定の赤字に達すれば使えないというジレ

ンマがあり、今本市の使える金額はぎりぎりの段

階に来ています。ちなみに、限度赤字までの仮に

３億円の資金を全額使用するとしても、一般財源

。からの５％の負担として1,500万円がかかります

２億8,500万円を３割とするとして、１割では

9,500万円、合併特例債の中で県と国に負担して

いただくものは、この７倍の約６億6,500万円で

す。ざっと見積もっても、これからの合併特例債

はこれしか使えないことになります。

合併協議会で議論された財政赤字を解消すれ

ば、32億円の５％、１億6,000万円が一般財源か

、らの持ち出しで30億4,000万円の３分の１の７倍

ややこしいですが つまり単純計算で70億9,000万、

円の特例債が使えることになります。これは、当

初の予定でありました標準財政規模の158億円よ

りも少し金額がふえたため、69億円よりも多い金

額になりますが、これを旧４市町村の地域振興の

ために使おうと話し合われたことは臨時会でも取

り上げましたので、ご承知のとおりであります。

現在のこの財政状況を考えると、初めの予想から

大変な逸脱であります。新市の現状がこのままで

は、合併特例債は旧市部だけに小出しに使われ、

旧町村部での合併特例債の使用は、合併特例法で

は10年で使用してしまうことが望ましいとあり、

どんどん先送りにされ、これが使用不可能になっ

てしまう心配があります。私たちが在任特例で議

員でいる間に合併特例債の旧市部と旧町村部の使

用がどのようになっていくのか、赤字解消計画と

いつからこの合併特例債の使用ができるのか、市

長からはっきりとしたその見通しを示していただ

きたいと思います。

第７に、財政圧迫の原因と赤字縮小についてで

あります。新市の均衡ある一体化を目指している

結果、旧市部ではそのままで、値上げに対する重

圧感は余り感じませんが、旧町村部では税金や支

払い料金の値上げが容赦なく続いています。合併

時の協定項目の中に５年をめどに調整という名目

で均衡ある一体化を図るとうたわれておりますの

で、これからもまだまだ値上げされるものが多く

なっていくことと思います。

公的年金受給者には、国民健康保険料は08年度

から、住民税は09年度から年金から天引きされる

そうであります。来年10月の任期が切れれば、我

々もまた同一市民になり、支払いに追われること

になります。特に旧町村部の住民は、負担増に対

する危機意識が非常に高くなってきています。こ

のことが国民年金受給者への重圧と、細々と暮ら

し、苦しくとも税金を納めてぎりぎりで暮らして

きた人たちを追い詰めてきています。旧町村部で

は、この人たちがやりくりできなくなり、生活保

護への移行が高まり、生活できない人たちがこれ

からもどんどんふえ続けていきます。これを見据

えたセーフティーネットの構築は急がなくてはな

りません。

市長は臨時会で、私の質疑への答弁で、生活保

護者の増加を指摘し、認識されておりました。そ

の中で教育と生活保護者への対策はしっかりやっ

ている、教育や福祉対策についての配慮には自負

。 、していると言っていました 市民感情を考えると

こんなことは今自負するべきことでしょうか。困

っている住民の救済は、行政の当然の義務であり

ます。サービスの後退はあってはなりません。こ

の発言は、全く納得できないことであります。財

政圧迫の原因になることだからであります。だれ

にも働く場所があり、生活費に心配がなければ、

支払い可能なことであります。何回も申し上げて

いるとおり、うるさくても私は機会があれば、こ

、 、れからも申し上げたいと思いますが 仕事があり
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収入さえあれば、このような財政からの出費が必

要なくなり、税収がふえ、本市の負担がそれだけ

減ることになります。私が毎回のように雇用対策

を優先してほしいと懇願している課題がまさにこ

こにあるわけであります。

繰り返しますが、税金を支払う人の数がどんど

ん減り、生活保護に頼る人の数が多くなっていけ

ば、本市の財政は一体どうなっていくのでしょう

か。税金を支払っている人の今後の不平不満にも

つながりかねない重大なことであります。また、

このことについて市長は、自然に景気が回復する

のを待つしかないとも言っています。これからも

年々生活保護に依存する人たちが容赦なくふえ続

け、財政支出が膨大になって、本市の財政が急激

に圧迫されていくことが確実であるということを

強く指摘しておきたいと思います。

市長は、他力本願で他から資金が入ってくるの

で、原発頼み、原発バブルの財政破綻はないと考

えているようでありますが、旧町村部の衰退に拍

車がかかってきている現状を顧みると、財政圧迫

の防衛策には何よりも雇用の拡大が優先されるべ

きであり、現状では財政破綻の足音が近づいてい

ることは火を見るより明らかであります。現実を

直視していただきたい。そして、赤字幅の縮小が

今何よりも優先されなければならないときだと思

いますが、この取り組みについて市長はどのよう

に考えているのでしょうか。

第８に、財政の破綻についてであります。北海

道の夕張市では、財政が破綻し、現在再建策を市

民に説明していると伺いました。読売新聞や朝日

新聞などの記事によりますと、特別職の報酬が

60％のカット、市議会議員の報酬は全国最低レベ

ル24万円、職員は段階的に半減、給料は30％のカ

ット、下水道の使用料は大幅アップ、市民税は大

幅アップ ４人家族で年収400万円の世帯で年16万、

6,000円の負担増になると説明されているそうで

あります。また、老人ホームは閉鎖、図書館や球

場、公衆浴場や公衆トイレも閉鎖、商工会議所や

老人クラブなどの補助金の全面廃止など、現実か

ら余りにもかけ離れている政策が示され、現在駆

け込みで158世帯の人たちが市を見限り、他へ移

っているそうであります。また、去る12月２日の

東奥日報の記事によると、12月１日の夕方、夕張

市が退職希望の受け付けを開始したことが取り上

げられていました。その後６日、職員の85％が数

年以内に退職を検討しているそうであります。紙

面には、チェック機能を果たせなかった議会に重

大な問題があるとも書かれています。財政破綻を

申請しても、国や県では助けてくれるわけではな

く、あくまで市で計画を立て、財政再建に向けて

取り組んでいかなくてはなりません。再建には

、 、20年間の増税が不可欠だとされ 市民の間からは

生きている間苦しめられる、増税は認めない、こ

のような財政状況をつくり出した者たちが責任を

とり負担しろとの声が高くなっているそうであり

ますが、本市の財政状況についても、合併以来ど

んどん赤字がふえ続け、大変心配であります。合

併特例債までつぎ込んで赤字をふやしている現状

を見ますと、将来その負担が子供たちや生活の苦

しい住民の肩に及ぶのではないかと非常に危惧せ

ざるを得ません。10億円の特例債を使うことにな

った本市の財政状況は大丈夫かどうか、対策につ

いてどのようになっているのか、この見通しにつ

いて現状説明をしていただきたいと思います。

第９に、過疎地域振興計画の策定と見通しにつ

いてであります。10月28日の東奥日報に、総務省

研究会のコメントとして 「再建団体申し出制廃、

止 「国が移行義務づけ」ということが書かれて」

いました。これは 「財政悪化が止まらない自治、

体の意志に任せると、住民への行政サービスに支

障が出かねない」と判断したことから、さらに財

政悪化が続けば再建団体へ移行させるというもの
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であり、これからは国の指導と関与もあり得ると

いうものであります。当然市長は、このことは理

解していることと思いますが、準用財政再建団体

になれば、夕張市と同じになります。過度の税金

の値上げは、市民の生きる権利と希望を失わせる

ことになり、我々議員も同罪であり、心して対処

していかなければなりません。この財政の悪化の

回避が優先されなければならないと思いますが、

これから我々地方議員が市民からゆだねられた均

衡ある郷土の発展と一体化を目指した施策、地方

市民のための地域づくり、合併当初の約束された

過疎地域振興計画をどのようにして細部の計画を

策定し、実行していくつもりなのか。さらに、本

市の財政状況が怪しい方向へと向かっていくよう

な雲行きとなっています。私のこの危機感が取り

越し苦労でなければいいと思っておりますが、市

長はこれからの過疎地域振興計画の策定と見通し

についてどのように考えておられるのか、お答え

いただきたいと思います。

最後に、高速通信網の構築の必要性についてで

あります。地域振興計画の一環としてビジョンが

なくてはなりませんが、ここで一つ提案しておき

。 、 、たいと思います 下北は 行政が部分的に孤立し

大都市のような情報量の共有がございません。閉

塞感と孤立感から、新しいものを避けるという風

潮が感じられ、疎外感から時代のニーズに応じ切

れていないのが現状であります。隣県の岩手県で

は、将来に向けて光通信網の双方向迂回路の導入

を目指しています。県全体のネットワークづくり

でありますが、これは今まで速いとされてきたＡ

ＤＳＬの100倍のスピードがあると言われている

ものであります。これからのニーズの高まりとと

もに新しいビジネスが生まれる可能性を秘めてお

り、必要不可欠になっていくとされているもので

あります。予算的にも大変なようでありますが、

これが実現すれば、遠くにいても大都市と同様の

情報が同時に入手できます。必要度が高まれば、

実現可能なものだと思います。まさにこれがＩＴ

社会の時代の先を読む行政のあり方ではないでし

ょうか。

本市では、まだまだ通信網が頼りなく、エフエ

ムアジュール放送でさえ旧町村部へ行き渡ってい

ないし、これが地方を孤立させ、閉塞感を生んで

いる原因だと思います。財政赤字を早急に削減す

るよう方向転換し、合併特例債もまずこのような

本市全体で必要なものへの投資を優先するべきで

。 、あります 本市でも本市全体にこれを行き届かせ

難聴地域を解消、難題な情報共有に道筋をつける

光ケーブルの配信システムの導入を検討してみて

はどうでしょうか。

次に、２点目の質問であります。河川の危険防

止対策についてであります。第１に河川改修につ

いてお尋ねいたします。川内町桧川地区の河川が

はんらんの危機にさらされています。平成18年６

月に本市の建設部にその破損写真を提示し、その

状況を説明したことがあります。その後再び現地

を訪れて範囲を拡大し、調査してみました。指摘

したところよりも下流に同じようなところがあり

。 、 、ます 行政側では ここも調査したと思いますが

10月７日の大雨による増水や台風の影響で護岸の

裏側の浸食が相当進んでいます。また、最近の大

雨、さらに今冬の雪解け水の増水などによる決壊

が心配されます。このごろ、雪の降る前ですが、

どのようになっているか見てまいりました。護岸

の内側が虫歯の歯槽膿漏のように浸食されている

。 、ようです このままでは連結護岸自体が流れ出し

それが水をせきとめ、民家に濁流が流れ込むなど

の危険が指摘されています。緊急な対策を講ずる

べきと思います。管轄が県だとしても、本市の範

囲内にある川であります。災害が発生する前に至

急対策を講ずるべきであると思いますが、県への

要請はどのようになっているのでしょうか、進捗
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状況をご説明いただきたいと思います。

第２に環境衛生悪化対策と堆積土砂の浚渫につ

いてであります。国道338号にかかっている桧川

橋の下、また河口部分ではどんどん堆積土砂も多

くなっています。その場所の上流部分の河川が大

変狭いように感じられます。奥の方が広くなって

いるのに、上流部にある橋の下から国道338号に

またがっている橋のすぐ上まで急に狭くなってい

ます。前段でも申し上げましたが、そのために大

雨が降ると護岸に物すごい負荷がかかり、川の下

を洗い、護岸の底部とその裏側を浸食し、土をえ

ぐり出し、濁流と化し、大量の土砂を下流に流出

させています。このごろ以前にも増して土砂の流

出が非常に多くなってきたように感じられます。

この堆積した土砂の上に付近の家庭から流れ出て

きた排水が滞留し、干潮になると生活排水と土砂

が混じり合い、悪臭を発し、周りの環境に大変な

悪影響を与えています。不衛生な環境保全対策の

一環として、再び土砂を取り除くなどの対策が必

要であると思いますが、いかがでしょうか。

第３に、道路の補修についてであります。山へ

向かって川べりの右側の道路は、護岸の地すべり

により路肩が崩れかかってきています。桧川の川

は、以前は蛇行が激しく、雨が降れば、その水が

土をえぐり、大木などが川に倒れ、それが濁流を

とめ、大変な災害が発生したことがあります。そ

こで、これを県に改修してほしいと懇願し、現在

の川になりました。この道路は、河川改修がなさ

れたときまではなかった道路であり、川が真っす

ぐになったときにつくられたものでありますが、

護岸補強のためにつくられたものであると思いま

す。盛り土の上に砂利を敷き詰めた簡単な道路で

はありますが、護岸が川の中ほどに滑ってずり下

がってきているために、少しずつ崩れかかってき

ています。早く手当てしないと崩れている部分が

広がり、通行できなくなるなど、対策が必要にな

ります。現在何ともないところまで影響が出てく

ると思います。護岸改修は急ぐべきであります。

堆積土砂の浚渫も同時に要請していただきたいと

思いますが、道路の補修も含めて今後の工事予定

はどのようになっているのでしょうか。県との協

議も含めた本市の対応と見通しについてお伺いい

たします。

これで壇上からの質問を終わります。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） 東議員のご質問にお答えいた

します。

まず、質問の１点目として、地域振興計画の本

市の現状と見通しに関連し、10項目にわたって東

議員ならではのとらえ方、あるいは考え方に基づ

くご質問と承りました。内容は、大きく分けまし

て、経済の低迷、なかんずく合併後の旧町村部の

経済的疲弊と、そうした中でまちじゅうに活力を

もたらすであろう新むつ市まちづくり計画とむつ

市過疎地域自立促進計画の見通し及びそれらを実

行に移す担保となる財政状況についてと、さらに

閉塞感と孤立感から脱却する手だての一つとして

高速通信網の構築について私の所見を求めるもの

であります。

初めに、経済の現状認識についてお答えいたし

たいと存じますが、私と東議員とは現状認識に対

する立脚点に残念ながら大きな隔たりがあると言

わざるを得ません。東議員は、かねてから景気が

悪くなったのも、過疎化が急速に進んでいるのも

合併によってもたらされたものであるという考え

方をお持ちのようでありますが、経済においては

世界的な市場再編の流れの中で、また過疎化の問

題においては人口減少社会の到来という時代の流

れの中でとらえるべきであると、これまた私が口

を酸っぱくなるほど言い続けてまいりました。経

済もこれまでのように右肩上がりの成長を望めな
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い。人口も減少の一途をたどっていく社会が目に

見えてきたことを受けて、規模が小さいままでは

自治体としての役割を全うできなくなるという危

機感から、それぞれが思い悩んで合併という選択

肢を選んだのだととらえております。

こうした前提で今日私どもが置かれている経済

的な現状を見ますと、特にこれまで当地域の主要

産業であった公共事業関連の仕事の落ち込み、あ

るいは中央の好景気とは裏腹な消費動向の低迷な

、 。ど 非常に厳しいものがあると認識しております

そして、この状況は旧町村部のみならず、旧市部

においてもそうであるというより、前段で申し上

げた理由によって、社会の大きなうねりと軌を一

にして合併に突き進んだ全国の自治体に共通する

ものであろうと考えます。このような時代背景の

中で各自治体が目指す自立のために産業の振興は

どうあるべきかなどについて模索しているわけで

ありますが、かつてのように安い土地と労働力を

売り物に企業に進出してもらえる世の中でなくな

った今日、その土地ならではの地場産業の育成に

官民挙げて知恵を出し合っていかなければならな

いと思っているところであります。

９月定例会で野平地区の先進事例を挙げて、当

市にも進取の気性に富む農業経営者が育っている

ということ、そしてそうした方々の発想や着想を

大事にして、花を咲かせ、実を結ばせるために行

政が手助けしていかなければならないということ

を申し上げました。これは、大変時間を要する施

策になるわけでありますが、試行錯誤を経て技術

が確立され、販路が確保されれば、将来的に大き

な経済効果をもたらすであろうと考えますので、

どうか、長期的な視点に立って見守り、ご支援を

寄せてくださるようお願い申し上げます。

次に、新むつ市まちづくり計画とむつ市過疎地

域自立促進計画について言及されましたが、新む

つ市まちづくり計画は、ご承知のとおり旧市町村

で策定しておりました長期総合計画をベースと

し、広範囲で、しかも各世代の声が反映するアン

ケートに基づいて新しいむつ市のあるべき姿、進

むべき方向の理念を掲げ、合併協議会での議論を

経て承認された計画でありますので、現在作成準

備に入っております新むつ市長期総合計画に反

映、継承してまいりたいと考えております。

また、むつ市過疎地域自立促進計画につきまし

ては、旧町村で作成、実施しておりました前期計

画で積み残した事業を引き継ぎ、新たな事業も加

えて、平成17年度から平成21年度までを計画年度

とする後期計画を作成し、昨年の９月定例会で御

議決を賜ったところであります。

そして、その計画の実行でありますが、これも

それぞれの旧町村で優先順位が既に決められてい

る事業を優先し、余り耳ざわりのよくない表現に

なりますが、その時々の財政事情に応じて実施し

ていくというスタイルにならざるを得ないと考え

ております。この過疎事業は、ご案内のとおり非

常に有利な起債を組めるうえに交付税措置されま

、 、すので 積極的に活用したいと考えておりますが

特別措置法は平成21年度までの時限立法になって

おり、その後の制度の存廃に深い関心を抱いてい

るところであります。

次に、財政健全化については、３点についての

ご質問でありますが、関連がありますので、一括

してお答えいたします。

まず、合併以来赤字が解消されないでふえ続け

ているとのご指摘でありますが、旧４市町村の合

併については、財政の赤字及び赤字見込み団体同

士の合併でありましたことに加え、歳出面におい

て病院事業経営健全化に対する財政支援、新ごみ

焼却施設及び新し尿処理施設の建設負担金の増

加、歳入面において、三位一体改革、地方交付税

の減少等影響を受けまして、赤字額が増加してい

るものであります。また、財政の健全化の見通し
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については、今定例会に提出させていただきまし

た赤字解消計画のとおり、今年度が赤字額のピー

クになる見込みであり、平成23年度には赤字の解

。 、消が達成できる見通しであります そのためには

まず赤字幅の縮小が優先されなければなりません

が、赤字解消計画を着実にしていくには、昨年度

に策定いたしました行政改革大綱や集中改革プラ

ンに基づき積極的に行財政改革を推進していかな

ければなりません。合併における激変緩和に対す

る措置、一体感の醸成への配慮なども必要であり

ますことから、電源立地地域対策交付金が大きな

役割を果たすものと考えております。

財政破綻になれば、増税や公共料金の値上げな

ど市民負担がふえることから、しっかりとした赤

字解消の対策を示せ、についてでありますが、先

般準用財政再建団体の指定を受けることを表明し

た夕張市の非常に厳しい財政再建案がマスメディ

アで報じられ、全国に大きな波紋を投げかけてお

ります。自主財源に乏しく、電源立地地域対策交

付金に大きく依存する財政構造にある当市におい

ても、決して他人事ではないものと認識しており

ますと同時に、赤字解消計画に基づいた確実な財

政の健全化に取り組んでまいりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。

次に、合併特例債について、３点についてのご

質問でありますが、関連がありますので、一括し

てお答えいたします。

まず、合併特例債の使用の申し合わせというご

指摘に関してでありますが、市町村の合併の特例

に関する法律第５条に定めます、新市まちづくり

計画策定に当たっての財政見通しの前提として、

合併した場合の財政シミュレーションを合併協議

会に示しております。当時の説明として、合併後

３年くらいは財政状況が非常に厳しい状態が続く

ために、準用財政再建団体転落ラインをクリアす

るために、合併特例債は計画期間の後半に適用せ

ざるを得なかったという背景があり、委員の皆様

にもやむを得ないものとして了承されたものと理

解をいたしております。今定例会に議案第90号資

料としてお示ししております赤字解消計画と合併

協定書における財政計画を比べておわかりのこと

と思いますが、さまざまな状況の変化はあります

ものの、累積の収支はそれほど乖離いたしてはお

りません。新市まちづくり計画に基づいた積極的

な事業は、財政再建の足取りがしっかりしてくる

計画期間の後半に徐々に行う。そのための財源と

して、合併特例債を活用していくのだという基本

的な考え方は全く変わっていないのであります。

ただ、だからといって全く使えないということで

はなく、通常ベースで行う事業の中で合併特例債

を使えるのであれば、財源対策効果が大きいもの

を活用したいということをお願いしているわけで

あります。

具体的に申し上げますと、新市まちづくり計画

の財政計画では、平成17年度から平成21年度まで

の合併後５年間は、電源三法交付金等を財源とし

ます特別分の事業費を除いた、いわゆる通常分の

普通建設事業費の財源として合併特例債を除く地

方債が計上されているのであります。しかし、ま

た同計画での平成17年度の通常分の普通建設事業

費として８億4,800万円を計上し、その財源とし

て国庫補助金が8,500万円、地方債が５億7,210万

円、一般財源が１億9,090万円となっているもの

であります。この中で旧４市町村の道路整備事業

についての財源は、財政措置の大きい過疎対策事

業債と財政措置の少ない臨時道路整備事業債並び

に豪雪対策事業債を使用することとしているもの

であります。しかしながら、この道路整備事業に

ついて、財政措置の大きい合併特例債が対象とな

るにもかかわらず、財政措置の少ない臨時道路整

備事業債並びに豪雪対策事業債を使用すること

は、財政的には悪影響を及ぼすものであります。
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、 、このことから 平成17年度の事業につきましては

当初予算時に合併特例債以外の起債を充当する予

定であった事業の総点検を行い、合併特例債の対

象事業となり得るものはすべて切りかえることに

いたしました。その内容としては、平成17年度に

は川内25号線、平成18年度は川内53号線、大畑本

町５号道路、さらに脇野沢瀬野川目２号側溝整備

といったような事業に充当しておるところであり

ます。今後は、決算の公表時期に市政だよりを通

して市民の皆様に説明してまいりたいと考えてお

りますので、ご理解を賜りたいと存じます。

また、今後とも新市の一体性の速やかな確立並

びに均衡ある発展に資するために行う事業で生活

関連事業及び緊急を要する事業を優先的に活用し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜

りたいと存じます。

次に、高速通信網の構築の必要性についてお答

えいたします。青森県においては、行政手続のオ

ンライン化に係る国の目標であります平成20年度

までの運用が求められておりますことから、先発

の北海道において構築、運用しているシステムの

活用について、秋田県との広域連携のもと、共同

アウトソーシングによる導入を検討しているとこ

ろであります。また、市町村においても平成22年

、 、度までに構築 運用することが目標とされており

県からは、県及び市町村財政の軽減を図るべく県

と足並みをそろえた共同アウトソーシングによる

導入が提案されているところであります。

このように青森県におけるＩＴ戦略関連整備の

立ちおくれは、不況による緊縮財政状況が背景に

あるものと思います。当市においては、市町村合

併の協議を進める中、行政区域の拡大が予想され

ましたことから、平成16年度に総務省の補助を受

け、当時の合併協議会構成市町村でありました大

間町を除くむつ市、川内町、大畑町、横浜町、風

間浦村、佐井村及び脇野沢村の７市町村が連携し

て地域イントラネット基盤施設整備事業及び情報

通信システム整備促進事業の導入により、各庁舎

間はＮＴＴのダークファイバーを借用し、各庁舎

から公民館あるいは小・中学校等公共施設までは

自前の光通信ケーブルの布設による高速通信網及

び各種サービスの配信システムの機能整備を行

い、平成17年度から構成４市町村によるむつ下北

情報ネットワークシステム運営協議会を組織し、

運営に当たっております。

これらの設備、システムの活用を図るため、市

では新市まちづくり計画を踏まえ、平成17年度に

部長級を委員とするむつ市情報化推進会議を設置

し、むつ市情報化推進基本計画を策定したところ

であります。この基本計画の中に地域情報化の推

進方策として住民と産業、行政が一体となった推

進体制の整備に始まり、インターネット利用環境

の整備による地域の情報格差の是正を盛り込んで

おります。

、 、次に 高速通信網の整備についてでありますが

むつ下北地域においては、ことし３月から風間浦

村で高速通信回線ＡＤＳＬサービスの提供がなさ

れたことから、下北全地域での利用が可能となっ

たところであります。また、高速光通信回線のＢ

フレッツにつきましても、田名部地区が昨年10月

から、大湊地区はこの10月からのサービスが開始

されております。これらの整備は、ＮＴＴが行っ

ておりますが、１交換所当たりの契約件数がおお

むね500件を見込める地域もしくは国の機関及び

公共機関等が複数ある場合は契約件数が緩和でき

る可能性があるとのことですが、採算の面から、

今後むつ下北地域における整備計画はないとのこ

とであります。このために、地域情報格差是正は

将来的にも重要課題でありますことを認識し、光

通信網のさらなる整備につきましては、地域情報

化に係る住民意識調査のもと、市の財政状況を勘

案し、光通信ケーブルの民間開放も含め、ＮＴＴ
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を初め民間プロバイダーに対しての働きかけとと

もに、その可能性についてさまざまな角度から検

討いたしたいと思います。

次に、河川の危険防止対策のご質問にお答えい

たします。１点目の河川改修についてのご質問で

ありますが、県が管理する２級河川桧川は、昭和

54年から平成５年にかけて河口から上流1,100メ

ートルが整備されております。ご指摘の箇所は、

東議員から連絡を受けて現場を確認したところ、

連結ブロックにより整備された河床部分が洗掘さ

れた状態になっておりましたので、県に調査して

いただいた結果、その対策工事費について、来年

度予算へ要求したとのことであります。

２点目の環境衛生悪化防止対策と堆積土砂の浚

渫についてでありますが、桧川橋付近の土砂の撤

去につきましては、河川管理者が洪水時に計画し

ている水量を流せる状態かどうかの判断によると

のことでありますので、撤去の時期については明

確に申し上げることはできませんが、市といたし

ましては、状況を見ながら随時要望してまいりた

いと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じ

ます。

３点目の道路の補修については、１点目の箇所

と同じところのようでありますので、１点目の対

策工事の中で復旧していただけるようお願いして

まいりますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（宮下順一郎） 東議員、残り５分程度でご

ざいますので、ご協力をお願いいたします。

〇13番（東 健而） 仕方がありません、単刀直入

にお聞きいたしたいと思います。

質問の第２点目の方からお伺いいたします。お

伺いというよりも、来年度の予算に要求するとい

う答弁がありました。その点はそれなりに進んで

いくものと思いますので、なるたけ早目に対処し

ていただくことをお願いしておきたいと思いま

す。

経済認識については、市長は立脚点に隔たりが

あると。私と市長の間には、ここでもこのぐらい

の隔たりがありますけれども、隔たりがあるとい

うことでございますので、私も何回もの質問の中

で、それは感じてまいりました。だけれども、こ

の隔たりを縮めるのが私たちの務めではないかと

思いますので、さまざまな問題点をこれからも提

起しながら質問してまいりたいと思います。

そこで、ちょっと特例債についてこだわりがあ

りますので、その点と、それから累積債務につい

て私の方から再質問させていただきます。

まず、１点目の特例債の財源について伺いたい

と思います。仮に約束の三、四年後に財源が必要

になってきた場合、市長はこの財源をどのように

して工面するつもりでしょうか、また工面しない

つもりでしょうか。これを簡潔明瞭に。

それから、２点目でございますが、本市の累積

。 、 、債務についてお尋ねいたします その前に 議長

資料の提出をすることをお許しいただきたいと思

います。

（ ） 、〇議長 宮下順一郎 もう間もなく時間ですので

ご協力をお願いいたします。

〇13番（東 健而） 財産及び債務の取り扱いにつ

いてでございますけれども、地方債は361億円と

いうことで、横垣議員の質疑でも明らかになりま

した。この平成16年度の合併協議会で示された協

議第31号、協定項目５の中に財産総括表がありま

す。この中で旧むつ市の債務は一般会計、特別会

計、企業会計、債務負担行為、地方債の償還状況

を合わせて394億8,288万5,000円、これに公営企

業の債務112億8,700万円を合わせると507億

7,000万円になっています。これは、膨大な数字

であります。これに、また旧川内町、旧大畑町、

旧脇野沢村を加えると、約742億円に上っていた

ことはご存じのことと思います。そこで、合併以

来現在まで赤字幅がどんどんふえています。現在
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の本市のこのような査定の仕方でいいと思います

けれども、累積債務の総額は一体どのくらいにな

っているのでしょうか。

また、この会計のほかに病院会計なんかもある

と思いますけれども、本市の加算できる範囲で結

構ですので、合計でお答えいただきたいと思いま

す。

以上、２点についてお答えいただきたいと思い

ます。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 詳細については、企画部長か

ら答えさせますが、三、四年後の合併特例債を使

った際の一般財源はどこから出てくるのだと。こ

れは、やはり電源三法交付金のやりくりで出てく

る部分がございます。

二つ目のご質問については、企画部長から答え

させます。

〇議長（宮下順一郎） 企画部長。

〇企画部長（渡邉 悟） 累積債務ということでお

答えいたします。

市全体の累積債務ということでございますが、

一般会計、その他の下水道事業、それから簡易水

道ほかありますが、関連するものを合わせますと

約660億円ということになります。これに病院は

。 、 、入っておりません 病院会計は また別ですので

660億円。これは、赤字ということではなくて、

起債残高ということでとらえていただければと思

います。

〇議長（宮下順一郎） 13番。

〇13番（東 健而） 答弁を伺いまして、財政が今

一番苦しいときなのだなということがわかりまし

た。ですが、市長、私は地方の地域振興、これを

質問したわけでありますので、川内地区、大畑地

区、脇野沢地区の地域振興に対するご尽力だけは

後退しないようにお願いして、私の質問を終わり

ます。

〇議長（宮下順一郎） これで、東健而議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（宮下順一郎） 以上で本日の日程は全部終

わりました。

お諮りいたします。12月18日は議事整理のため

休会したいと思います。これにご異議ありません

か。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、12月18日は議事整理のため休会することに

決定いたしました。

、 、なお 12月16日及び17日は休日のため休会とし

12月19日は工孝夫議員、堺孝悦議員、斉藤孝昭

議員、柴田峯生議員の一般質問を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ４時２６分 散会
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